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計画の位置付け 

計画見直しの趣旨 

今日、環境保全は人類の生存基盤に関わる極めて重要な課題となっている。大量生産・大

量消費型の社会経済活動は、大量廃棄型の社会を形成し、環境保全と健全な物質循環を阻害

する側面を有している。また、温室効果ガスの排出による地球温暖化問題、天然資源の枯渇

の懸念、大規模な資源採取による自然破壊など様々な環境問題にも密接に関係している。 

我が国では、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される「循環型社

会」を形成することを目指し、「循環型社会形成推進基本法」（平成 12年法律第 110 号。

以下、「循環基本法」という。）に基づき「循環型社会形成基本計画」（以下、「循環基本

計画」という。）を策定し、関連施策を総合的かつ計画的に推進してきた。 

天草市（以下、「本市」という。）では、循環型社会の形成に貢献できる取り組みを総合

的かつ計画的に推進するため、平成 24年度から令和 8（2026）年度までの 15 年間を計画期

間とした天草市一般廃棄物処理基本計画（以下、「旧計画」という。）を平成 24 年 4 月に

策定した。 

旧計画では、令和 4年度を中間目標年度として、計画の見直しを行うものとしており、近

年の本市における一般廃棄物処理の状況や令和 4年 12 月に改定を行った第 3 次天草市総合

計画をはじめとする関連計画の内容を踏まえ、持続可能な循環型社会の実現に向けて天草市

一般廃棄物処理基本計画を見直すものとする。 

第 3 次天草市総合計画においては、『ともにつながり 幸せ実感 宝の島“天草”』を将

来像として、“自然と共生するまち”を市民と行政が共有する理念のひとつに掲げ、“快適

な生活環境の充実”を政策のひとつとして、法令に基づいた生活環境の保全及び廃棄物の発

生の抑制、再使用、再利用（3R）を基本とするごみ減量化とリサイクルの推進、環境学習等

による市民への周知啓発活動をさらに進めることにしている。 

このことから、天草市一般廃棄物処理基本計画は、循環型地域社会を構築する「ゼロエミ

ッション（廃棄物の排出をゼロにする）」の取り組みをさらに推進するための計画として策

定する。 
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一般廃棄物処理基本計画の位置付け 

本計画と関連計画・法律との関係は、 

図 1-1 に示すとおりである。 

本計画は、廃棄物処理法第 6 条第 1項に基づく一般廃棄物処理基本計画であり、その他の

関連計画との整合性の図られたものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 本計画と関連計画・法律との関係 

計画対象区域 

本計画の対象区域は、本市全域とする。 

 

計画の適用範囲 

本計画の適用範囲は、図 1-2 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 本計画の適用範囲 

生活排水処理基本計画

生活排水処理実施計画

ごみ処理基本計画

ごみ処理実施計画

【一般廃棄物処理基本計画】

グリーン購入法
プラスチック資源循環促進法

廃棄物処理法

天草市環境
基本条例

天草市
総合計画

天草市環境
基本計画

一般廃棄物処理計画

包装容器リサイクル法
家電リサイクル法
食品リサイクル法
建設リサイクル法

自動車リサイクル法
小型家電リサイクル法

環境基本法

循環型社会形成
推進基本法

資源有効利用促進法
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計画目標年度 

5.1 計画対象期間 

本計画の対象期間は、令和５年度（2023）～令和８年度（2026）までの 4年間とする。 

 

5.2 計画目標年度 

本計画の目標年度は、4年後の令和８年度(2026)とする。 

また、必要に応じて計画の見直しを行うものとする。 

計画期間と目標年度 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

策定年度 ◆
計画期間

目標年度 ◆
見直し ◆ ◆
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地域の概要 

位置及び地理特性 

本市の位置は、図 2-1 に示すとおりである。 

本市は熊本県南西部に位置し、面積 683.82km2で県土の約 9%を占めている。周囲を美しい

海に囲まれた天草諸島の中で、天草上島の一部や天草下島、御所浦島などで構成されてい

る。地形はそのほとんどが山岳・丘陵地で占められており、急峻で平野部は少なく、市街地

や集落、農地が河川沿いの平地部や海岸線の河口部に展開し、それらを結ぶように海岸線沿

いに国・県道などが配置・整備されている。 

産業は、温暖な気候を活かした農業や、豊かな水産資源を活かした漁業を主として発展し

てきた。また、国立公園に指定された自然景観、南蛮文化やキリシタンの歴史など、多くの

観光資源にも恵まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 位置図 
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気象 

本市の気象の概要は、図 2-2 及び表 2-1 に示すとおりである。 

過去 10 年間（平成 20 年～29 年）の年平均気温は本渡が 16.5℃、牛深が 18.2℃で、最高

気温は 39.6℃（牛深）、最低気温は-7.0℃（本渡）となっている。暖流の影響で、海岸部

の一部において無霜地帯があるなど、冬は暖かく、夏は比較的涼しい海洋性の気候である。 

また、年平均降水量は本渡が 2,249mm、牛深が 2,320mm、6・7 月の梅雨期に年間の約 3分

の 1 の降水が集中し、7月から 9 月にかけては台風が接近しやすい時期とも重なり、たびた

び風雨による被害が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 気象の概要 
 

表 2-1 気象の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本渡 牛深 本渡 牛深
平成24年 15.9 17.8 2,532.5 2,390.0
平成25年 16.7 17.6 1,718.5 1,538.5
平成26年 16.1 18.4 2,402.5 2,423.0
平成27年 16.4 17.8 2,576.5 2,807.5
平成28年 17.2 18.1 2,401.0 2,482.5
平成29年 16.1 18.0 1,863.0 1,909.5
平成30年 16.6 18.4 1,917.5 2,166.5
令和元年 16.8 18.8 1,960.0 1,869.0
令和2年 16.6 18.5 2,623.5 3,106.5
令和3年 16.4 18.8 2,494.5 2,512.5

平均 16.5 18.2 2,249.0 2,320.6
資料：気象庁統計資料

平均気温 降水量
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人口 

2.1 人口及び世帯数 

本市の人口の推移は、表 2-1 に示すとおりである。 

令和 3年度の人口は 75,738 人で、平成 29 年度の人口と比較して 5,851 人（約 7.2%）減

少している。 

世帯数は、36,298 世帯で、平成 29年度と比較すると 715 世帯減少している。また、1世

帯当たりの人員は 2.09 人と減少を続けており、核家族化が依然として進んでいる。 

 

表 2-1 人口及び世帯数の推移(単位：人、戸) 

区分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

人 口 81,589 80,235 78,820 77,387 75,738 

世帯数 37,013 36,867 36,745 36,570 36,298 

世帯当たり人員 2.20 2.18 2.15 2.12 2.09 

 

2.2 年齢階層別人口 

年齢階層別人口は、表 2-2 に示すとおりである。 

令和 2年度の年少人口（0～14 歳）8,350 人（10.8%）、生産年齢人口（15～64 歳）

37,376 人（48.3%）、老年人口（65 歳以上）31,652 人（40.9%）となっている。県平均と比

較すると、生産年齢人口の割合が低く、老年人口の割合が高くなっている。 

 

表 2-2 総人口及び年齢階層別人口の推移（単位：人、％） 

 
天草市(R3.3.31) 県構成比 

（R3.10.1） 人口 構成比 

総人口 77,387 100.0 100.0 

0～14 歳 8,350 10.8 13.1 

15～64 歳 37,376 48.3 55.0 

65 歳以上 31,652 40.9 31.9 
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産業の動向 

3.1 産業別就業者数 

本市の産業別就業者数は、表 2-3 に示すとおりである。 

産業別就業者数は、令和 2 年国勢調査によると第 1 次産業就業者 4,294 人（12.2%）、第

2 次産業就業者 5,832 人（16.6%）、第 3 次産業就業者 24,815 人（70.7%）となっている。

県平均と比較すると、第 1 次・第 3次産業就業者が若干高い割合を示している一方、第 2次

産業就業者の割合が低くなっている。 

また、経年的にみると、就業人口総数の減少に伴い、すべての産業で就業者は減少傾向に

ある。 

 

表 2-3 産業別就業者数の推移（単位：人、％） 

 平成 22 年 平成 27 年 令和 2年 令和 2年 

県構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 

就業人口総数 38,904 100.0 37,456 100.0 35,076 100.0 100.0 

第 1 次産業 5,779 15.0 5,064 13.5 4,294 12.2 8.6 

第 2 次産業 6,460 16.8 6,290 16.8 5,832 16.6 21.1 

第 3 次産業 26,292 68.2 26,079 69.7 24,815 70.7 70.2 

資料：国勢調査 

※就業人口総数には、産業分類不能者を含むため、就業人口総数の合計とは一致しない。 

 

3.2 事業所数 

本市の事業所数は、表 2-4 に示すとおりである。 

平成 28 年から令和元年までの 4年間で、事業所数は 24件（0.5%）減少した。 

 

表 2-4 事務所数 

平成 24 年 平成 28 年 令和元年 
平成 24 年～平成 28 年 平成 28 年～令和元年 

増減数 増減率 増減数 増減率 

5,111 4,831 4,807 -280 -5.5% -24 -0.5% 

資料：経済センサス－活動調査結果 
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3.3 面積及び土地利用 

本市の土地利用状況は、表 2-5 に示すとおりである。 

本市の総面積は 683.82km2（令和 3年 4月 1 日現在、国土地理院）で、県内市町村の中で

最大を誇り、県土面積の約 9％を占めている。 

土地利用については、全体の約 75％を農地・山林で占めており、宅地・道路用地につい

ては約 6％となっている。 

また、その大半が山林である中で、本渡地区と牛深地区に市街地があり、ほかの地区は限

られた平坦部に集落が点在している状況である。 

 

表 2-5 地目別土地面積(令和元年 10 月 1 日現在)    (単位：ha、％) 

総面積 
田 畑 山林 原野 

面積 割合 面積 割合 面積 割合 面積 割合 

68,378 3,060 4.5 2,010 2.9 46,214 67.6 12 0.0 

 

河川・水路 道路 宅地 その他 

面積 割合 面積 割合 面積 割合 面積 割合 

3,449 5.0 2,524 3.7 1,870 2.7 9,243 13.5 

      資料：熊本県統計年鑑 

 

総合計画等との関係 

本計画は、第 3次天草市総合計画、天草市環境基本計画と齟齬が生じないよう策定する。 

 

4.1 第 3 次天草市総合計画の概要 

【趣旨・背景】 

天草市では、市政施行後の平成 19年（2007 年）3月に第１次天草市総合計画を策定し、

基本理念「日本の宝島“天草”の創造」に基づき、新市のまちづくりを進めてきた。その

後、平成 27 年(2015 年)３月には、令和４年度（2022 年度）を目標年次とし、『人が輝き 

活力あふれる 日本の宝島“天草”』をまちづくりの基本理念とする第２次天草市総合計画

を策定し、将来にわたって夢と希望に満ちあふれた宝の島の実現に向けたさまざまな施策に

取り組んできた。 

第２次天草市総合計画を策定してから８年がたち、人口減少や少子高齢化をはじめとする

さまざまな課題など、本市を取り巻く社会経済情勢は刻々と変化している。また、喫緊で

は、新型コロナウイルス感染症などの新たな社会課題への対応に加え、SDGs（持続可能な開

発目標）やＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）といった新たな視点への対応も求め
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られていることから、今後の安定した行財政運営には、さらなる経営能力が求められるな

ど、本市の最上位計画である総合計画に基づく取り組みの重要性は益々高まっている。 

これらの新たな課題等に対応し、本市の永年にわたる発展に向け、市民と行政がともに創

り上げる天草市をさらに目指すとともに、戦略的な行財政運営を行っていくことを目的に、

令和５年度（2023 年度）から令和 11 年度（2029 年度）の７年間を計画期間とし、令和 11

年度末（2030 年）に目指す本市の将来像を定めた『第３次天草市総合計画』を策定した。 

 

【性格と役割】 

  総合計画は、本市の将来像を明確に描き、市民と行政が共創して将来像を実現するための

理念や基本的な方策を明らかにしたものあり、また、総合的、長期的な計画であり、本市に

おける最上位の計画として位置付け、次のような役割をもっている。 

１ 本市の将来像と、それを達成するための理念やありたい姿を総合的かつ体系的に示し、 

計画的に市政を運営していくための指針とする。 

２ 市民をはじめ各種団体や事業者などに本市の指針を示し、理解と協力を得ながら、まち 

づくりへの参画を求める。 

３ 国や熊本県に対して、本市の主体的なまちづくりの方向性を明らかにし、計画の実現に 

向け、積極的な支援と協力を要請する。 

４ 第２次天草市総合計画に引き続き、総合計画を核とした本市における各種行政システム 

のトータルシステム（※1）を進めるための核となる。 

 ※1「トータルシステム」とは、総合計画に基づく各種計画の策定や予算編成、行政評価 などの行政シス

テムの仕組みが全体として機能するよう同じ方向に向いている状態のことをいいます。 

 

【構成と期間】 

総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」によって構成し、それぞれは、

次のような位置付け、並びに計画期間とする。  

１ 基本構想 

     基本構想は、本市のまちづくりの全領域にわたる長期的な目標である「将来像」、

「理念」、「ありたい姿」を示したもので、計画期間は、令和５年度(2023 年度)を初

年度とし、令和 11年度(2029 年度）までの７年間とする。  

２ 基本計画 

     基本計画は、基本構想で掲げた将来像を実現するために、本市の現状と解決すべき  

課題を明確にしたうえで、総合的・体系的に示したもので、その範囲は、本市が実施

すべき施策を基本に、市民、事業者および他の公共団体などと協力しながら行う範囲

も含めるものとし、計画期間は、前期を令和５年度(2023 年度)から令和７年度(2025
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年度)までの３年間とし、後期を令和８年度(2026 年度)から令和 11 年度(2029 年度)

までの４年間とする。 

３ 実施計画 

     実施計画は、基本計画に基づく具体的な事務事業を示したもので、計画期間は、そ  

の時の現状や課題を的確に捉えるとともに、市民ニーズが高く、また、より大きな政

策効果を得られるものを計画的に実施していくため３年間とし、毎年、内容の見直し

を行う。 

総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」によって構成し、それぞれの位

置付けは、図 2-3 に示すとおりである。なお、計画期間は、2015（平成 27）年度から 2022

年度までの 8 年間である。 

 

令和 5 年度(2023 年度)  令和 8 年度(2026 年度)  令和 11 年度(2029 年度) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 総合計画の構成 

  

 
基本計画に基づく具体的な事務事業 

 
※１年毎のローリング 

連動 

連動 

基本 
構想 

まちの将来像 
将来像実現のための理念（目指すこと） 

理念に基づくありたい姿 
 

７年 

基本構想を実現するための政策・施策計画 基本 
計画 

後期 ４年 前期 ３年 

実施 
計画 

 見通し ３年 



11 

   

【ごみ処理体制の確立及び施設整備】 

ごみ処理体制の確立及び施設整備の内容は、表 2-6 に示すとおりである。 

住民の理解と協力を得て、ごみの分別によるリサイクルの推進、さらにごみの減量化によ

り循環型システムの確立に取組んでいく。また、ごみ処理体系（施設等）については、天草

地域を一つに集約し、効率的なごみ処理を目指し天草広域連合での整備を進める。 

 

表 2-6 ごみ処理体制の確立及び施設整備の内容 

 内容 

ごみの適正処理 ・天草広域連合による処理推進 
・ごみの不法投棄防止 

ごみの減量化及びリサイクルの推進 ・ごみ分別事業 

・資源物リサイクル事業 
・3R のススメによる環境学習会 
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4.2 天草市環境基本計画 

【目的】 

本市では、健全で恵み豊かな環境の享受を維持しながら次世代に継承するとともに、市民

等・事業者・行政がそれぞれの責任と役割に応じて、主体的にそしてともに手を携えて良好

な環境の保全と創造を図り、持続的に発展する地域社会を構築するため、「天草市環境基本

条例」を制定した。本計画は、天草市環境基本条例第 7条の規定に基づき、環境の保全など

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため策定するものである。 

 

【期間】 

本計画の計画期間は、2019（令和元）年度～2025（令和７）年度までの 8 年間である。 

 

【将来の環境像】 

イルカが泳ぐ藍い海 キリシタンの歴史漂うまちなみ 

守りつなぐ 環境にやさしいまち あまくさ 

 

【基本目標】 

① 天草の特性を踏まえた自然共生社会の実現 

② 資源を大切に利用する循環型社会の実現 

③ 安全で快適な生活環境の実現 

④ 温室効果ガス排出の削減に向けた低炭素社会の実現 

⑤ 市民総ぐるみで学び参加する環境保全活動の推進 

 

【一般廃棄物に関する施策の概要】 

① 循環型社会の実現に向けての取り組み 

3R の推進により廃棄物の排出を可能な限り抑制し、環境負荷の低減に配慮する。 

また、環境学習等を通じて、ごみ分別の徹底や減量を呼びかける。さらには、各主体が

一体となって普及・啓発活動や監視活動等を行い、不法投棄の未然防止に向けた施策の推

進を図る。 

② 環境教育・環境学習への取り組み 

地域や学校等からの要望に沿って、学習テーマに基づいた講座を学校等に出向いて開催

する。 

  



13 

   

ごみ処理基本計画 

ごみ処理の現状と課題 

1.1 ごみ処理の現状 

ごみ処理フロー 

本市のごみ処理の流れは図 3-1～図 3-5、各施設の位置は図 3-6 に示すとおりである。

本市のごみは、本市及び天草広域連合のごみ処理施設等で処理している。 

 

表 3-1 各地区におけるごみ処理の事業主体等（令和 3年度現在） 

 事業主体 

収集・運搬  生活系：天草市 

事業系：排出者 

中間処理 本渡地区、有明地区、栖本地区、

新和地区、五和地区 

天草広域連合 

 倉岳地区 天草広域連合 

 牛深地区 天草市 

 御所浦地区 天草市 

 天草地区、河浦地区 天草市 

最終処分 本渡地区、有明地区、倉岳地区、

栖本地区、新和地区、五和地区 

天草広域連合 

（民間業者委託） 

 牛深地区、天草地区、河浦地区 天草市 

 御所浦地区 天草市 

（民間業者委託） 
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図 3-1 ごみ処理フロー（本渡地区、有明地区、栖本地区、新和地区、五和地区） 
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図 3-2 ごみ処理フロー（牛深地区） 

 



16 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 ごみ処理フロー（御所浦地区）  

牛深一般廃棄物
最終処分場 
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図 3-4 ごみ処理フロー（倉岳地区） 
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図 3-5 ごみ処理フロー（天草地区、河浦地区） 
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図 3-6 各施設の位置図（令和 4 年度現在） 

 

ごみ排出量の推移 

総排出量 

ごみ総排出量の推移は、図 3-7 及び表 3-2 表に示すとおりである。 

ごみ総排出量は減少傾向にあり、令和 3年度実績で 25,299ｔとなっている。 

令和 3年度のごみ総排出量のうち、60.8%が生活系ごみ、38.4%が事業系ごみ、0.8%が集

団回収量となっている。 
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図 3-7（1）ごみ総排出量の推移（排出源別） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7（2）ごみ総排出量の推移（ごみ種別） 

 

表 3-2 ごみ総排出量の推移 

 
[ｔ/年]

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
燃やせるごみ 11,383 11,482 11,550 11,444 11,223 11,225 11,234 11,460 11,412 11,252
燃やせないごみ 1,844 1,806 1,795 1,941 1,844 1,792 1,811 1,793 2,170 1,963
資源物 3,412 3,341 3,280 3,220 2,995 2,338 2,235 2,196 2,153 2,175
生活系ごみ計 16,639 16,629 16,625 16,605 16,062 15,355 15,280 15,449 15,735 15,390
燃やせるごみ 10,611 10,752 10,472 10,289 10,016 9,355 9,405 9,077 8,623 8,701
燃やせないごみ 1,177 1,177 1,077 1,084 992 838 848 885 839 842
資源物 239 262 198 201 180 184 182 202 190 168
事業系ごみ計 12,027 12,191 11,747 11,574 11,188 10,377 10,435 10,164 9,652 9,711

28,666 28,820 28,372 28,179 27,250 25,732 25,715 25,613 25,387 25,101
542 495 488 426 348 343 308 281 224 198

29,208 29,315 28,860 28,605 27,598 26,075 26,023 25,894 25,611 25,299
※総排出量には許可事業者独自資源化量を含まない。

ごみ排出量
集団回収量

ごみ総排出量

生
活
系

事
業
系
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生活系ごみ排出量 

生活系ごみ排出量の推移は、図 3-8 及び表 3-3 に示すとおりである。 

生活系ごみの排出量は緩やかな減少傾向で推移しており、令和 3年度実績で 15,390ｔと

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-8 生活系ごみ排出量の推移 

 

表 3-3 生活系ごみ排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

[ｔ/年]

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
燃やせるごみ 11,383 11,482 11,550 11,444 11,223 11,225 11,234 11,460 11,412 11,252
燃やせないごみ 1,844 1,806 1,795 1,941 1,844 1,792 1,811 1,793 2,170 1,963
資源物 3,412 3,341 3,280 3,220 2,995 2,338 2,235 2,196 2,153 2,175
生活系ごみ計 16,639 16,629 16,625 16,605 16,062 15,355 15,280 15,449 15,735 15,390



22 

   

事業系ごみ排出量 

事業系ごみ排出量の推移は、 

図 3-9 及び表 3-4 表に示すとおりである。 

事業系ごみの排出量については、減少傾向で推移しており令和 3年度実績で 9,711ｔと

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-9 事業系ごみ排出量の推移 

 

表 3-4 事業系ごみ排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ｔ/年]
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

燃やせるごみ 10,611 10,752 10,472 10,289 10,016 9,355 9,405 9,077 8,623 8,701
燃やせないごみ 1,177 1,177 1,077 1,084 992 838 848 885 839 842
資源物 239 262 198 201 180 184 182 202 190 168
生活系ごみ計 12,027 12,191 11,747 11,574 11,188 10,377 10,435 10,164 9,652 9,711
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排出原単位 

【ごみ排出原単位】 

ごみ排出原単位は、図 3-10 及び表 3-5 に示すとおりである。 

ごみ排出原単位は、平成 27 年度まで増加傾向で推移していたが、平成 29年度にかけて

減少したものの、増加に転じ、令和 3 年度には 901ｇ/人・日となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-10 ごみ排出原単位の推移 

 

表 3-5 ごみ排出原単位の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1 人 1 日当たりごみ排出量［g/人・日］＝ごみ総排出量［t/年］×106÷人口［人］÷365［日］（又は 366 日）  

生活系 1 人 1 日当たりごみ排出量＝生活系ごみ[ｔ/年]×106÷人口[人]÷365［日］（又は 366 日） 

生活系 1人 1日当たりごみ排出量（資源ごみを除く）＝(生活系ごみ－資源物)×106÷人口÷365［日］（又は 366 日）  

 

 

[g/人・日]

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３

888 905 905 910 897 863 876 888 894 901

506 513 522 528 522 508 515 530 549 548

生活系１人１日当たりごみ排出量
（資源ゴミを除く）

426 425402 410 419 431 439 454 474 470

１人１日当たりごみ排出量

生活系１人１日当たりごみ排出量
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【生活系ごみの排出原単位】 

生活系ごみの排出原単位は、図 3-11 及び表 3-6 に示すとおりである。 

生活系ごみの排出原単位は減少傾向にあるものの、燃やせるごみの排出原単位は増加傾

向で推移し、資源物は減少傾向で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-11 生活系ごみの排出原単位の推移 

 

表 3-6 生活系のごみ排出原単位の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※四捨五入表記の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。 

 

 

 

 

[g/人･日]

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３

燃やせるごみ 346 355 362 364 365 371 378 393 397 401

燃やせないごみ 53 56 56 62 60 59 61 62 76 70

資源物 108 103 103 102 97 77 75 75 75 77

合 計※ 506 513 522 528 522 508 515 530 549 547
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【事業系ごみの 1 事業所当たりごみ排出量】 

事業系ごみの 1事業所 1日当たりごみ排出量は、図 3-12 及び表 3-7 に示すとおりであ

る。 

事業系ごみの排出原単位については、燃やせるごみは平成 28 年度から緩やかに減少

し、令和３年度において 5.1kg/事業所・日となっている。燃やせないごみ、資源物はほぼ

横ばいで推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-12 事業系ごみの 1事業所 1 日当たりごみ排出量の推移 

 

表 3-7 事業系ごみの 1事業所 1 日当たりごみ排出量の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※四捨五入表記の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。 

※各年度の事業所数は、H21、26 年経済センサスにおける事業所数を基に設定。 

※事業系ごみの 1事業所 1日当たりごみ排出量[t/日]＝事業系ごみの排出量[t/年]÷365[日/年]÷事業所数×103 

 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３

燃やせるごみ [kg/事務所・日] 5.3 5.5 5.5 5.5 5.4 5.1 5.3 5.2 5.0 5.1

燃やせないごみ [kg/事務所・日] 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

資源物 [kg/事務所・日] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

合 計※ [kg/事務所・日] 6.0 6.2 6.1 6.2 6.0 5.6 5.9 5.8 5.5 5.6

5,453 5,348 5,244 5,157 5,069 4,982 4,894 4,807 4,720 4,632≪参考≫事業所数（設定値）
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【全国平均値等との比較】 

1 人 1日当たりのごみ排出量の全国、熊本県との比較は、図 3-13 及び表 3-8 に示すと

おりである。 

本市のごみ排出原単位は令和 2年度実績で 894g/人・日であり、全国値よりも少ない

が、熊本県値よりも多い状況となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-13 1 人 1 日当たりのごみ排出量の全国、熊本県との比較 

 

表 3-8 1 人 1日当たりのごみ排出量の全国、熊本県との比較 

 

 

 

 

 

 

資料：「一般廃棄物処理実態調査」、環境省 

 

[g/人･日]

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２

天草市 888 905 905 910 897 863 876 888 894

全国 964 958 947 939 925 920 919 918 901

熊本県 845 848 846 847 843 922 899 896 881
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燃やせるごみの性状 

燃やせるごみの性状は、図 3-14～図 3-16 及び表 3-9 に示すとおりである。なお、ここ

で示した燃やせるごみの性状は、本市及び天草広域連合の 5施設のごみ焼却施設におけるご

み質分析結果を、各施設の焼却処理量で加重平均したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-14 ごみ組成の推移（乾燥重量ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-15 三成分の推移 
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図 3-16 低位発熱量の推移 

 

 

表 3-9 燃やせるごみの性状（各施設の加重平均値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ※乾燥重量ベース 

[%]
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３

紙類・布類 46.3 53.3 49.0 59.3 45.6 51.7 45.3 50.4 48.9 55.8
ビニール・ゴム類 26.4 21.1 20.7 21.2 26.1 27.1 33.0 21.2 23.2 18.5
木・竹・わら類 4.6 6.8 10.0 4.0 7.3 3.4 5.3 5.6 8.5 9.5
厨芥類 18.1 15.3 17.8 12.6 14.1 15.2 13.5 19.8 14.8 13.2
不燃物類 0.7 0.4 0.3 0.4 2.7 0.2 0.4 1.7 1.6 1.3
その他 3.9 3.1 2.2 2.5 4.2 2.4 2.5 1.3 3.0 1.7
水分 52.8 56.3 52.9 52.0 54.9 49.3 51.0 55.4 56.7 49.9
灰分 6.6 4.9 4.2 5.8 5.7 4.7 5.0 4.5 6.2 5.7
可燃分 40.6 38.8 42.9 42.2 39.4 46.0 44.0 40.1 37.1 44.4

6,325 5,890 6,758 6,638 6,038 7,430 7,176 6,164 5,553 7,101

組成※

[％]

三成分
[％]

低位発熱量[KJ/kg]



29 

   

排出抑制・再生利用の現状 

排出抑制・再生利用に係る取り組み状況 

① ごみ処理施設見学会等 

ごみ処理施設の見学者数の推移は、図 3-17 及び表 3-10 に示すとおりである。 

ごみ処理施設の見学者数は年度ごとにばらつきがあるが、近年は新型コロナウイルス感

染症の影響もあり、令和 3 年度実績で 232 人にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-17 ごみ処理施設の見学者数の推移 

 

表 3-10 ごみ処理施設の見学者数の推移 

 

 

単位：人

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
牛深クリーンセンター 38 0 12 69 44 138 106 185 0 0
御所浦クリーンセンター 27 18 17 26 14 17 9 8 11 15
西天草クリーンセンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本渡地区清掃センター 435 543 439 595 427 427 699 488 183 183
松島地区清掃センター 42 64 92 77 79 142 90 97 63 34
合計 542 625 560 767 564 724 904 778 257 232
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② 集団回収 

本市において集団回収を行っている団体数、実施回数及び回収量等は、図 3-18 及び表

3-11 に示すとおりである。 

集団回収の実施回数、回収量において減少しており、令和 3年度の回収量は 198ｔとな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-18 集団回収の推移 

 

表 3-11 集団回収の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ビン：ビールびん（大）の 1本当たりの重さ 610g で計算 

 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３
122 115 108 100 85 86 77 77 69 56

1,078 1,006 927 865 755 730 650 646 545 561
542 495 488 426 348 343 308 281 224 198

1,691 1,563 1,501 1,373 1,135 1,118 1,002 927 767 699
古紙･古布[円/kg] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
缶[円/kg] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ビン[円/本] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
その他[円/kg] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

報奨金学 [千円]

報
償
額

団体数 [団体]
実施回数 [回]
回収量 [ｔ]
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③ 生ごみ処理容器等設置補助の実績 

本市では、ごみの減量と資源化を図るため、家庭から出る生ごみを処理する「電気式生

ごみ処理機」と「生ごみ処理容器」の購入費用の一部を補助している。生ごみ処理容器等

設置補助の推移は図 3-19 及び表 3-12、補助制度の概要は次に示すとおりである。 

生ごみ処理容器等の設置数は、減少傾向で推移している。 
 

【補助制度の概要】 

1.補助対象 

市内で購入された電気式生ごみ処理機と生ごみ処理容器 

2.補助金額 

購入価格の 2 分の 1（上限は 30,000 円） 

※令和５年度より、購入価格の 4 分の 3（上限 70,000 円）に拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-19 生ごみ処理容器等設置補助の推移 
 

表 3-12 生ごみ処理容器等設置補助の推移 

 

 

 

 

 

 
 

※H25 まで、コンポスト式（定額 3,000 円）、電気式（補助率 1/3、上限 2万円） 

※H26 から、コンポスト式及び電気式（補助率 1/2、上限 3万円） 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
設置数[基] 16 27 48 44 39 30 33 31 43 71
補助金額[円] 48,000 81,000 216,400 173,700 111,200 111,200 143,000 133,700 203,900 311,400
設置数[基] 31 23 42 40 23 23 28 33 51 48
補助金額[円] 612,300 455,700 1,236,100 1,179,000 667,600 667,100 741,800 906,700 1,201,600 1,015,200
設置数[基] 47 50 90 84 62 53 61 64 94 119
補助金額[円] 660,300 536,700 1,452,500 1,352,700 778,800 778,300 884,800 1,040,400 1,405,500 1,326,600

コンポスト容器

生ごみ処理機

合計
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資源化の実績 

本市における資源化の実績は、図 3-20 及び表 3-13 に示すとおりである。総資源化量及

びリサイクル率は減少傾向にあり、令和 3 年度実績で総資源化量 6,471ｔ/年、リサイクル

率 22.6％となっている。 

なお、本市においては、許可業者による事業系資源物の独自処理量のデータ収集を行っ

ており、資源物独自処理量として把握している。 

リサイクル率は、生ごみ分別量及び資源物独自処理量を含めた資源化量を基に算定して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-20 資源化実績の推移 
 

表 3-13 資源化実績の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※リサイクル率 ＝ 総資源化量 ÷ ごみ総排出量（生ごみ分別量、資源物独自処理量を含む）×100 

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3
7,494 7,448 7,229 7,038 6,975 6,613 6,712 6,472 6,333 6,471
3,759 2,491 2,445 2,554 2,329 1,766 1,726 1,671 1,801 1,872

557 1,697 1,668 1,461 1,406 1,294 1,234 1,254 1,187 1,045
542 495 488 426 348 343 308 281 224 198

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,636 2,765 2,628 2,597 2,892 3,210 3,444 3,266 3,121 3,356

31,844 32,080 31,488 31,202 30,490 29,285 29,467 29,160 28,732 28,655

リサイクル率※[％] 23.5 23.2 23.0 22.6 22.9 22.6 22.8 22.1 22.1 22.6

集団回収量
生ごみ分別量
資源物独自処理量

ごみ総排出量[t/年]
(生ごみ分別量、資源物独自処理量を含む)

総資源化量[t/年]
処理後再生利用量
直接資源化量
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【資源化量の内訳】 

生ごみ分別量及び資源物独自処理量を除いた資源化量の内訳と推移は、図 3-21、表 3-14

に示すとおりである。新聞・雑誌・段ボール等の紙類や金属類、ガラス類が多いものの、ほ

ぼ全ての品目において減少傾向となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-21 資源化量（生ごみ分別量、資源物独自処理量を除く）の内訳と推移 

 

表 3-14 資源化量（生ごみ分別量、資源物独自処理量を除く）の内訳と推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※四捨五入表記の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。 

[ｔ/年]

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3
2,059 1,720 1,684 1,473 1,383 1,280 1,242 1,192 1,074 1,067

23 18 15 14 14 13 13 13 14 8
346 368 340 367 313 233 230 235 278 303
855 843 946 911 828 718 735 699 821 767
699 822 766 733 714 540 440 445 412 396
175 212 203 233 223 149 151 163 160 172
35 28 27 27 27 18 16 11 11 14

372 410 387 456 382 267 269 262 258 290
218 175 169 168 140 119 117 134 129 46
41 42 44 38 39 45 38 36 37 37
35 47 20 22 20 21 17 16 18 15

4,858 4,685 4,601 4,441 4,083 3,403 3,268 3,206 3,212 3,115

紙製容器包装(ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ)
紙パック
新聞・雑誌・その他古紙

金属類
ガラス類
ペットボトル
白色トレイ
容器包装プラスチック
布類
廃食用油
その他
合計
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収集・運搬 

収集品目及び収集頻度 

本市の収集品目及び収集頻度は表 3-15 に示すとおりである。 

ステーション回収は燃やせるごみ、燃やせないごみ（倉岳地区のみ燃やせないごみのう

ち、大型・小型ごみシール券により排出するものを別途「粗大ごみ」と区分）、資源物に

分けて行っている。ステーション回収の収集頻度は、地域の実情に合わせて設定してい

る。 

なお、小型家電、水銀体温計・血圧計、ライター類及び資源物の紙類（新聞・チラシ、

段ボール、飲料用パック、その他の紙）については、市の施設において拠点回収を行って

いる。 
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表 3-1 収集品目と収集頻度 

松島地
区清掃

センター

御所浦
クリーン

センター

本渡地区 有明地区 栖本地区 新和地区 五和地区 倉岳地区 御所浦地区
牛深地区

(向辺田)

牛深地区

(左記以外)

天草地区(黒
辺・小野・六

本木・牧・上
八丁)

天草地区

(左記以外)
河浦地区

燃やせるごみ

１回/週 ２回/週 １回/週

（倉岳地区のみ、大型・小型ごみシール券

により排出するものを「粗大ごみ」と区分し

ている）

２回/月

資源物

生きビン

透明のビン

茶色のビン

その他の色のビン

新聞・チラシ

段ボール

牛乳パック

その他の紙パック

その他の紙

古着（洋服などそのまま古着として利用できるもの（汚れたり破れたりしていないもの）

部品（ホイールキャップ等）、プロパンガスボンベ、消火器、ピアノ、ポンプ類、風呂釜、太陽熱温水器、太陽光パネル、発電機、ボイラー、石油オイル類、除湿機

（コンプレッサー装備の物）、珪藻土製品、直径5cm以上の枝木類、注射針、中身の入ったもの（調味料、洗剤等）など

ライター類 使用済みのライター

家電リサイクル法対象家電（テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン）、パソコン、ディスプレイ、タイヤ（自動車用・バイク用）、バッテリー、建設

収集しないごみ

拠
点
回
収

資源物（紙類） 新聞・チラシ、段ボール、牛乳パック、その他の紙パック、その他の紙

市の施設
（回収ボッ

クス）

廃材、土砂、焼却灰、コンクリート、ブロック、オートバイ、モーター、コンプレッサー類、ペンキ類、劇薬、農業機械、農業用ビニール、農薬の空容器、自動車用

水銀体温計・血圧計 水銀体温計・水銀血圧計

小型家電

１回/月 １回/月

ペットボトルの表示（ＰＥＴ１）があるもの

白色の食器用トレーや食品等が入っていた発泡スチロール製の箱類、電気製品等の緩衝材など

水洗いして乾かし、プラスチックの注ぎ口などは取除く

（※大きさをそろえ、古着とウエスは別々に

　　　　　　　　　　　　　　　　分けてヒモで縛って出す）
布・衣類

ガス缶類 カセットボンベ、ヘアスプレーの缶など

収集頻度

金具や粘着テープは外し、厚紙などを混ぜない

水洗いして乾かして出す
紙

類

雑誌・冊子・厚紙・コピー用紙・封筒など。ビニールや付録などは取除く

ビ
ン
類

ペットボトル

白色発泡ﾄﾚｰ、発泡ｽﾁﾛｰﾙ

プラマーク容器包装類

空き缶類（ｽﾁｰﾙ缶、ｱﾙﾐ缶）

食品や日用品が入っているプラスチック製の袋や容器類、包装類など「プラマーク」が表示されているもの

飲料用、缶詰、ミルク缶、菓子缶などの金属製缶

使い捨てのマンガン・アルカリ乾電池

シール券

回収容器
（種類別）

①デジタルカメラ、②ビデオカメラ、③携帯音楽プレーヤー、④ポータブルＤＶＤプレーヤー、⑤携帯用ラジオ、⑥携帯用テレビ、⑦小型ゲーム機、

⑧電子辞書、⑨電卓、⑩ＨＤＤ、⑪リモコン、⑫携帯電話、⑬電子体温計・血圧計、⑭電子機器付属品（ＡＣアダプター、充電機器、電気コード類など

サラダ油、天ぷら油

直管型・丸型・電球型の蛍光灯・白熱灯

金属製調理器具など（なべ、釜、やかん、フライパン、ボウル、金ざる、玉じゃくし、計量カップ、スプーン、蒸し器、水筒、その他については一辺が40cm以内のもの）

２回/月

※以下の品目のうち四方23cm、厚さ12cm以内のものに限る

飲料用・食品用などの無色透明や白色で半透明のビン

生きビンにはならない茶色のビン

上記のどれにも当てはまらないビン

二つ折りサイズにヒモで縛って出す

一升ビン・ビールビンなど、店で引き取ってくれるビン

ウエス・雑巾などに利用できるもの（シーツ、タオル、肌着など水分を吸い取る材質のもの）

収
集
方
式

台所ごみ、紙くず、紙おむつ、木くず、在宅医療廃棄物（鋭利なもの以外）
台所ごみ、紙くず、紙おむつ、木くず、ビニール・プラスチック類（資源化できないも
の）、在宅医療廃棄物（鋭利なもの以外）

２回/週（うち一部の地域は１回/週） ２回/週

本渡地区清掃センター 牛深クリーンセンター 西天草クリーンセンター

収集頻度

ス

テ
ー

シ

ョ
ン
回
収

乾電池

食用油

蛍光灯・白熱灯

生活金物類

収集頻度

陶磁器類、ガラス類、ビニール類、金属類、その他 陶磁器類、ガラス類、金属類、その他

大型シール券：オルガン、スプリング入りマットレス、タンス類（一辺の長さが１ｍ以上）、応接用イス（２人掛け以上）など
小型シール券：自転車、ふとん類、草刈り機、ガスコンロ、扇風機、トタン、ブラインド、ミシン、ストーブ、電子レンジ、掃除機など

指定袋

品　　目
排出

容器等

指定袋

燃やせないごみ
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(2) 収集形態 

本市では、委託及び許可収集により一般廃棄物の収集を行っている。 

 

(3) ステーション数 

ごみステーション数の推移は、図 3-22 及び表 3-16 に示すとおりである。 

ごみステーション数はほぼ横ばいである。 

 

(4) 拠点回収 

小型家電リサイクル法の施行に伴い、平成 25 年度から小型家電の拠点回収を行ってい

る。また、平成 30年 8月から紙類の拠点回収を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-22 ごみステーション数の推移 

 

表 3-16 ごみステーション数の推移 

 
単位：箇所

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
燃やせるごみ集積所 1,554 1,549 1,550 1,554 1,558 1,557 1,564 1,538 1,546 1,546
燃やせないごみ集積所 1,243 1,243 1,245 1,244 1,245 1,246 1,243 1,212 1,211 1,211
資源物集積所 608 607 608 607 608 609 610 609 608 608
合計 3,405 3,399 3,403 3,405 3,411 3,412 3,417 3,359 3,365 3,365

小型家電拠点回収 − 48 48 48 52 52 52 52 52 53
紙類拠点回収 − − − − − − 10 10 10 10
介護拠点回収(燃やせるごみ) − − − − − − − − 12 13

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
回
収
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中間処理 

本市における中間処理施設は、本渡地区清掃センター、松島地区清掃センター、牛深クリ

ーンセンター、御所浦クリーンセンター及び西天草クリーンセンターであり、各センターに

おいて焼却処理及び資源化処理を行っている。各施設の概要は次のとおりである。 

 

中間処理施設の概要 

本市おける中間処理施設の概要は、表 3-17～表 3-21 に示すとおりである。 

表 3-17 本渡地区清掃センター 

施設名 本渡地区清掃センター 

焼却施設 

処理方式 准連続燃焼方式（流動床式焼却炉） 

処理対象物 燃やせるごみ 

処理能力 93t/日（31t/16h×3 炉） 

不燃物処理施設 

処理方式 せん断＋破砕＋圧縮処理方式 

処理対象物 燃やせないごみ、資源物 

処理能力 19ｔ/5ｈ 

リサイクルセンター 

処理方式 選別、圧縮、梱包 

処理対象物 
資源物（PET ボトル、廃プラスチック類、古紙、

段ボール、発泡スチロール） 

処理能力 4.4ｔ/5ｈ 

施設所管 天草広域連合 

運営・維持・管理体制 一部委託 

対象地域 本渡地区、有明地区、栖本地区、新和地区、五和地区、苓北町 

竣工年月 
焼却施設 ：平成 12 年 3月 

不燃物処理施設、リサイクルセンター：平成 13年 3 月 
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表 3-18 松島地区清掃センター 

施設名 松島地区清掃センター 

焼却施設 

 

処理方式 機械化バッチ燃焼方式（ストーカ式焼却炉） 

処理対象物 燃やせるごみ 

処理能力 34t/日（17t/8h×2炉） 

不燃物処理施設 

処理方式 せん断＋破砕＋圧縮処理方式 

処理対象物 燃やせないごみ、資源物 

処理能力 8ｔ/5ｈ 

施設所管 天草広域連合 

運営・維持・管理体制 一部委託 

対象地域 倉岳地区、上天草市 

竣工年月 平成 8年 3月 

 

表 3-19 牛深クリーンセンター 

施設名 牛深クリーンセンター 

焼却施設 

処理方式 機械化バッチ燃焼方式（ストーカ式焼却炉） 

処理対象物 燃やせるごみ 

処理能力 36ｔ/日（18ｔ/8ｈ×2炉） 

不燃物処理施設 

処理方式 せん断＋破砕＋圧縮処理方式 

処理対象物 燃やせないごみ、資源物 

処理能力 10ｔ/5ｈ 

リサイクル品保管庫 

処理方式 選別・減容・圧縮・梱包処理 

処理対象物 資源物 

処理能力 － 

施設所管 天草市 

運営・維持・管理体制 直営 

対象地域 牛深地区 

竣工年月 平成 4年 3月 
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表 3-20 御所浦クリーンセンター 

施設名 御所浦クリーンセンター 

焼却施設 

処理方式 機械化バッチ燃焼方式（ストーカ式焼却炉） 

処理対象物 燃やせるごみ 

処理能力 10t/日（10t/8h×1炉） 

不燃物処理施設 

処理方式 圧縮処理方式 

処理対象物 燃やせないごみ、資源物 

処理能力 － 

資源化施設 

処理方式 選別・圧縮・梱包処理 

処理対象物 資源物 

処理能力 － 

施設所管 天草市 

運営・維持・管理体制 委託 

対象地域 御所浦地区 

竣工年月 平成 4年 8月 

 

表 3-21 西天草クリーンセンター 

施設名 西天草クリーンセンター 

焼却施設 

処理方式 機械化バッチ燃焼方式（ストーカ式焼却炉） 

処理対象物 燃やせるごみ 

処理能力 17t/日（8.5t/8h×2 炉） 

不燃物処理施設 

処理方式 破砕・圧縮処理 

処理対象物 燃やせないごみ、資源物 

処理能力 3ｔ/5ｈ 

資源化施設 

処理方式 選別・圧縮・梱包処理 

処理対象物 資源物 

処理能力 － 

施設所管 天草市 

運営・維持・管理体制 直営 

対象地域 天草地区、河浦地区 

竣工年月 平成 7年 3月 
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焼却処理量等 

本市における焼却処理量等の推移は、図 3-23 及び表 3-表 3-22 に示すとおりである。 

焼却処理量、焼却残渣量ともに減少傾向の推移となっており、令和３年度実績で焼却処

理量 21,578ｔ/年、焼却残渣量 2,459ｔ/年となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-23 焼却処理量等の推移 

 

表 3-22 焼却処理量等の推移 

 [t/年]
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

焼却処理量 24,090 24,369 24,076 23,605 23,386 22,070 22,097 21,976 21,633 21,566
直接焼却量 21,994 22,234 22,022 21,733 21,239 20,580 20,640 20,537 20,035 19,953
処理後残渣焼却量 2,096 2,135 2,054 1,872 2,147 1,490 1,457 1,439 1,598 1,613

粗大ごみ処理施設 1,563 1,544 1,622 1,252 1,693 1,399 1,382 1,375 1,529 1,513
資源化等を行う施設 533 591 432 620 454 91 75 64 69 100

焼却残渣量 3,046 2,640 2,687 2,603 2,645 2,515 2,501 2,493 2,612 2,459
残渣発生率［％］ 12.6% 10.8% 11.2% 11.0% 11.3% 11.4% 11.3% 11.3% 12.1% 11.4%
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焼却処理以外の中間処理量等 

本市では、焼却施設以外の処理施設として不燃物処理施設、リサイクルセンターがあ

り、焼却処理以外の中間処理量の推移は、図 3-24 及び表 3-23 に示すとおりである。 

焼却処理以外の中間処理量は、燃やせないごみや資源物の減少に伴い減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-24 焼却処理以外の中間処理量の推移 

 

表 3-23 焼却処理以外の中間処理量の推移 

 

 

 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
6,115 4,889 4,702 4,679 4,605 3,858 3,858 3,898 4,274 4,203
2,974 2,936 2,829 2,978 2,791 2,590 2,617 2,635 2,959 2,766
― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― 32 30 30 33 29 26 30 16

3,094 1,906 1,798 1,671 1,739 1,194 1,171 1,194 1,234 1,380
47 47 43 46 45 41 41 43 51 41

ごみたい肥化施設
ごみ燃料化施設
資源化を行う施設
その他の施設

焼却以外の中間処理量［t/年］
粗大ごみ処理施設
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最終処分 

最終処分場の概要 

本市における最終処分場の概要は、表 3-表 3-24～表 3-26 に示すとおりである。 

牛深クリーンセンター及び西天草クリーンセンターから排出される焼却残渣及び不燃物

破砕残渣は牛深一般廃棄物最終処分場、御所浦クリーンセンターから排出される焼却残渣

及び不燃物破砕残渣は御所浦一般廃棄物最終処分場に埋立処分している。 

また、本渡地区清掃センター及び松島地区清掃センターから排出される焼却残渣及び不

燃物破砕残渣は民間の最終処分場に埋立処分している。 

 

表 3-24 牛深一般廃棄物最終処分場 

施設名 牛深一般廃棄物最終処分場 

埋立物 焼却残渣・不燃物破砕残渣 

埋立方式 セル方式 

全体面積 139,015m2 

埋立面積 6,600m2 

埋立容量 43,000m3 

施設所管 天草市 

運営・維持・管理体制 直営 

竣工年月 平成 8年 4月 

 

表 3-25 御所浦一般廃棄物最終処分場 

施設名 御所浦一般廃棄物最終処分場 
埋立物 焼却残渣・不燃物破砕残渣 

埋立方式 セル方式 

全体面積 2,641m2 

埋立面積 2,170m2 

埋立容量 5,956m3 

施設所管 天草市 

運営・維持・管理体制 委託 

竣工年月 昭和 59 年 11 月 
備考 平成 30 年 12 月埋立終了届提出 

 

表 3-26 新白洲一般廃棄物最終処分場 

施設名 新白洲一般廃棄物最終処分場 
埋立物 焼却残渣・不燃物破砕残渣 

埋立方式 セル方式 

全体面積 43,403m2 

埋立面積 31,710m2 

埋立容量 99,800m3 

事業主体 天草広域連合 

運営・維持・管理体制 委託 

竣工年月 平成 10 年 3 月 

備考 平成 28 年 3 月埋立終了届提出 
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最終処分量等 

本市における最終処分量等の推移は、図 3-25 及び表 3-27 に示すとおりである。 

最終処分量は、緩やかに減少し令和 3 年度において 3,182ｔ/年となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-25 最終処分量等の推移 

 

表 3-27 最終処分量等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※最終処分率＝最終処分量÷ごみ総排出量×100 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
3,700 3,433 3,405 3,386 3,351 3,195 3,228 3,209 3,324 3,182

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,700 3,433 3,405 3,386 3,351 3,195 3,228 3,209 3,324 3,182

焼却残渣量 3,046 2,640 2,687 2,603 2,645 2,515 2,501 2,493 2,612 2,459
焼却以外の処理残渣量 654 793 718 783 706 680 727 716 712 723

90,125 88,723 87,334 85,875 84,257 82,805 81,360 79,914 78,490 76,959
112 106 107 108 109 106 109 110 116 113

29,208 29,315 28,860 28,605 27,598 26,075 26,023 25,894 25,612 25,284
12.7% 11.7% 11.8% 11.8% 12.1% 12.3% 12.4% 12.4% 13.0% 12.6%最終処分率［％］

最終処分量［t/年］
直接最終処分量
中間最終処分量

総人口［人］
1日1人当たりの最終処分量［g/人･日］
ごみ総排出量［t/年］
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ごみの処理に係る財政及び処理コスト 

ごみ処理経費の推移は、図 3-26～図 3-27 及び表 3-28 に示すとおりである。 

1 人あたり及び 1tあたりの処理費は、増加傾向で推移しており、平成 29年度で 15,351

円/人、48,748 円/ｔとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-26 1 人あたりの処理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-27 1t あたりの処理費の推移 
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表 3-28 ごみ処理経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ処理に係る温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算） 

ごみ処理に係る温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算）は、図 3-28 及び表 3-29 に示す

とおりである。 

ごみ処理に係る温室効果ガス排出量の大半は、中間処理に係るものであり、近年、増加傾

向で推移している。なお、中間処理に係る温室効果ガス排出量はばらつきが大きいが、これ

は図 3-29 及び表 3-30 に示すとおり、プラスチックごみの焼却に伴う二酸化炭素排出量の増

減が大きく影響している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-28 ごみ処理に係る温室効果ガス排出量の推移 

 

表 3-29 ごみ処理に係る温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
総人口［人］ 90,125 88,723 87,334 85,875 84,257 82,805 81,360 79,914 78,490 76,959
ごみ総排出量［ｔ/年］ 29,208 29,315 28,860 28,605 27,598 26,075 26,023 25,894 25,612 25,299
ごみ処理経費［千円］ 1,050,109 1,157,391 1,208,489 1,171,673 1,189,204 1,271,099 1,185,798 1,216,324 1,220,619 1,210,872
1人あたりの処理費[円/人] 11,652 13,045 13,838 13,644 14,114 15,351 14,575 15,220 15,551 15,734
1ｔあたりの処理費[円/ｔ] 35,953 39,481 41,874 40,960 43,090 48,748 45,567 46,973 47,658 47,862

[t-CO
2
/年]

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
収集運搬 263 287 261 270 277 272 282 273
中間処理 10,739 10,451 10,029 11,645 12,614 8,646 9,851 8,222
最終処分 58 63 64 64 61 59 65 68
合計 10,867 10,314 11,358 12,313 12,952 8,977 10,198 8,563
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図 3-29 中間処理に伴う温室効果ガス排出量の推移 

 

 

表 3-30 中間処理に伴う温室効果ガス排出量の推移 

 [t-CO
2
/年]

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
電力消費に伴う二酸化炭素排
出量

3,358 2,905 2,639 2,571 2,023 2,084 2,243 1,836

燃料消費に伴う二酸化炭素排
出量

425 386 383 390 381 359 406 446

プラスチックごみ焼却に伴う
二酸化炭素排出量

6,477 6,684 6,612 8,246 9,772 5,767 6,766 5,515

ごみ焼却に伴うメタン排出量
（CO2換算）

46 46 39 42 42 42 42 41

ごみ焼却に伴う一酸化二窒素
排出量（CO2換算）

433 430 356 396 396 394 394 384

合計 10,739 10,451 10,029 11,645 12,614 8,646 9,851 8,222
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1.2 人口及びごみ排出量の将来予測 

将来予測の手順 

ごみ排出量の将来予測の手順は、図 3-30 に示すとおりである。 

生活系ごみ、事業系ごみ及び集団回収については、過去 7 年間の排出実績の傾向（トレン

ド）に基づいた推計（以下、「トレンド推計」という。）により将来予測を行った。 

生活系ごみの排出量は、人口と排出原単位（1 人 1 日あたりのごみ排出量）のトレンド推

計値を乗じて算出した。事業系ごみ、集団回収については、排出原単位（1 日あたりのごみ

排出量）のトレンド推計値を年間換算して年間排出量を算出した。 

なお、人口については、統計資料を参考に推計を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-30 将来予測の手順 
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将来予測の結果（現状予測） 

人口 

人口の推計値は、「天草市まち・ひと・しごと創成 人口ビジョン」に示されている将

来人口のうち、「国立社会保障・人口問題研究所 日本の市町村別将来人口-平成 25 年 3

月推計-」により推計される人口に各種施策の実施等による効果を見込んだ人口を採用し

た。 

なお、表 3-31 に示す将来人口に対し、以下のとおり補間、補正等を行った。 

 

・令和 2 年度は、実績人口とした。 

・人口ビジョンにおける推計は、5年ごとの予測結果となっていることから、予測結果

のない年度については、5 次曲線式 h を用いた線形補間を行った後、平成 29 年度計

画見直しの際に使用した 5 次曲線式を用いた線形補間により求めた推計人口との比

率によって補正を行った。 

 

≪補正後人口 ＝ 推計人口 × （H29 実績人口 / H29 推計人口）≫ 

 

 

 

 

表 3-31 総人口の目標値 

  総人口の目標値 

2015（平成 27）年度

（実績） 85,875 

2020 年度（実績） 78,490 

2025 年度（推計） 73,300 

2030 年度（推計） 68,520 

2035 年度（推計） 63,447 

2040 年度（推計） 58,888 
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人口の推計値は、 

図 3-31 及び表 3-34 に示すとおりである。 

人口は、減少傾向で推移することが見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-31 人口の推計結果 

 

表 3-32 人口の推計結果 

 

2012 年度 

(平成 24 年度) 

実績値 

2018 年度 

(平成 30 年度) 

実績値 

2021 年度 

(令和 3 年度) 

実績値 

2022 年度  

推計値 

(中間目標) 

2026 年度  

推計値 

（目標年度） 

人口［人］ 90,125 81,360 76,959 76,374 72,315 

 

 

実績値 推計値 [人] 
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生活系ごみ 

① 排出原単位 

排出原単位の推計結果は、図 3-32 及び表 3-33 に示すとおりである。 

生活系ごみの排出原単位については、燃やせるごみは増加傾向、燃やせないごみ及び資

源物はほぼ横ばいで推移することが見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 3-32 生活系ごみ排出原単位の推計結果（現状予測） 

 

表 3-33 生活系ごみ排出原単位の推計結果（現状予測） 

［g/人・日］ 

 

2012 年度 

(平成 24 年度)

実績値 

2018 年度 

(平成 30 年度)

実績値 

2021 年度 

(令和 3 年度) 

実績値 

2022 年度 

推計値 

(中間目標) 

2026 年度 

推計値 

（目標年度） 

燃やせるごみ 346 378 401 393 401 

燃やせないごみ 56 61 70 61 61 

資源物 104 75 77 77 77 

合計 506 515 548 532 539 

※四捨五入の関係で、ごみ種別の数値の合計と合計欄の数値が合致しない場合がある。 

 

実績値 推計値 
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② 排出量 

排出量の推計結果は、図 3-33 及び表 3-34 に示すとおりである。 

生活系ごみの排出量については、人口の減少が見込まれていることから、全てのごみ種

で減少することが見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 3-33 生活系ごみ排出量の推計結果（現状予測） 

 

 

表 3-34 生活系ごみ排出量の推計結果（現状予測） 

 

2021 年度 

(平成 24 年度) 

実績値 

2021 年度 

(平成 30 年度) 

実績値 

2021 年度 

(令和 3 年度) 

実績値 

2022 年度 

推計値 

(中間目標) 

2026 年度 

推計値 

（目標年度） 

燃やせるごみ

［t/年］ 
11,383 11,234 11,252 10,964 10,581 

燃やせないごみ

［t/年］ 
1,844 1,811 1,963 1,697 1,607 

資源物［t/年］ 3,412 2,235 2,175 2,158 2,043 

合計［t/年］ 16,639 15,280 15,390 14,819 14,231 

※四捨五入の関係で、ごみ種別の数値の合計と合計欄の数値が合致しない場合がある。 

実績値 推計値 [t/年] 
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事業系ごみ 

① 排出原単位 

排出原単位の推計結果は、図 3-34 及び表 3-35 表 3-に示すとおりである。 

事業系ごみの排出原単位については、燃やせるごみ及び資源物は、減少傾向、燃やせな

いごみはほぼ横ばいで推移することが見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-34 事業系ごみ排出原単位の推計結果（現状予測） 

 

表 3-35 事業系ごみ排出原単位の推計結果（現状予測） 

 

2021 年度 

(平成 24 年度) 

実績値 

2018 年度 

(平成 30 年度) 

実績値 

2021 年度 

(令和 3 年度) 

実績値 

2022 年度 

推計値 

(中間目標) 

2026 年度 

推計値 

(目標年度) 

燃やせるごみ 

［t/日］ 
28.99 25.77 23.84 24.50 23.79 

燃やせないごみ 

［t/日］ 
3.22 2.32 2.31 2.31 2.31 

資源物［t/日］ 0.65 0.50 0.46 0.46 0.43 

合計［t/日］ 32.95 28.59 26.61 27.27 26.53 

    ※四捨五入の関係で、ごみ種別の数値の合計と合計欄の数値が合致しない場合がある。 

 

実績値 推計値 [t/日] 
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② 排出量 

排出量の推計結果は、図 3-35 及び表 3-36 に示すとおりである。  

事業系ごみの排出量は、減少傾向で推移することが見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-35 事業系ごみ排出量の推計結果（現状予測） 

 

表 3-36 事業系ごみ排出量の推計結果（現状予測） 

 

2021 年度 

(平成 24 年度) 

実績値 

2018 年度 

(平成 30 年度) 

実績値 

2021 年度 

(令和 3 年度) 

実績値 

2022 年度 

推計値 

(中間目標) 

2026 年度 

推計値 

(目標年度) 

燃やせるごみ

［t/年］ 
10,611 9,405 8,701 8,943 8,683 

燃やせないごみ

［t/年］ 
1,177 848 842 843 843 

資源物［t/年］ 239 182 168 168 157 

合計［t/年］ 12,027 10,435 9,711 9,954 9,683 

※四捨五入の関係で、ごみ種別の数値の合計と合計欄の数値が合致しない場合がある。 

 

実績値 推計値 [t/年] 
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集団回収量 

集団回収量の推計結果は、図 3-36 及び表 3-37 に示すとおりである。 

集団回収量は、減少傾向で推移することが見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-36 集団回収量の推計結果（現状予測） 

 

表 3-37 ごみ総排出量の推計結果（現状予測） 

 

2021 年度 

(平成 24 年度) 

実績値 

2021 年度 

(平成 30 年度) 

実績値 

2021 年度 

(令和 3 年度) 

実績値 

2022 年度 

推計値 

(中間目標) 

2026 年度 

推計値 

(目標年度) 

集団回収量

［t/年］ 
542 308 198 241 193 

 

 

 

 

実績値 推計値 [t/年] 
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ごみ総排出量 

ごみ総排出量の推計結果は、図 3-37 及び表 3-38 に示すとおりである。 

本市のごみ総排出量は、減少傾向で推移することが見込まれ、中間目標年度である 2022

年度においては、25,014ｔ/年、目標年度である 2026 年度においては、24,108ｔ/年と見

込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-37 ごみ総排出量の推計結果（現状予測） 

 

 

表 3-38 ごみ総排出量の推計結果（現状予測） 
 ※四捨五入の関係で、ごみ種別の数値の合計と合計欄の数値が合致しない場合がある。 

 

2012 年度 

(平成 24 年度) 

実績値 

2018 年度 

(平成 30 年度) 

実績値 

2021 年度 

(令和 3 年度) 

実績値 

2022 年度 

推計値 

(中間目標) 

2026 年度 

推計値 

(目標年度) 

ごみ排出量 

［t/年］ 

燃やせるごみ 21,994 20,639 19,953 19,907 19,265 

燃やせないごみ 3,021 2,659 2,805 2,540 2,450 

資源物 3,651 2,417 2,343 2,326 2,200 

小計［t/年］ 28,666 25,715 25,101 24,773 23,915 

集団回収量［t/年］ 542 308 198 241 193 

ごみ総排出量［t/年］ 29,208 26,023 25,299 25,013 24,107 

実績値 推計値 [ｔ/年] 
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1.3 ごみ処理の評価 

国の目標値を基準とした評価 

【国の基本方針】 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 5条の 2第 1 項においては、廃棄物処理に関する国

の基本方針を定めることとされており、平成 28年 1 月に廃棄物処理に関する国の基本方針

（以下「国の基本方針」という。）が示されている。 

国の基本方針における目標は、表 3-39 に示すとおりである。また、本市における本目標

の達成度は、表 3-40 に示すとおりである。 

 

表 3-39 ごみ処理に係る国の目標値 

 指 標 目 標 

国
の
基
本
方
針 

ごみ総排出量 令和 2（2020）年度までに平成 24年度比で約 12%減 

リサイクル率 令和 2（2020）年度において約 27% 

最終処分量 令和 2（2020）年度までに平成 24年度比で約 14%減 

1 人 1 日あたりの生活系ごみ排出量  令和 2（2020）年度において 500ｇ/人・日 

 

 

表 3-40 国の基本方針と本市のごみ排出量等の比較 

 

H24 

（2012） 

実績値 

R2 

（2020） 

実績値 

R2 

（2020） 

目標値※2 

達成度 

ごみ総排出量 [t] 29,208 25,611 25,703 ○ 

リサイクル率 [％] 23.5 22.1 27.0 × 

最終処分量 [t] 3,700 3,324 3,182 × 

1 人 1日当たりの生活系ごみ排出量※1 

 [g/人日] 
402 473 500 ○ 

  ※1 1 人 1日当たりの生活系ごみ排出量：ごみ総排出量から事業系ごみ、生活系資源物、集団回収量を除いた値 

を 1人 1日当たりに換算。 

  ※2 国の基本方針を達成する場合に必要となる数値。 

 

【第四次循環型社会形成推進基本計画】 

循環型社会形成推進基本法第 15 条においては、循環型社会の形成に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する基本的な計画を定めることとされ

ており、平成 30 年 6 月に第四次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定された。 

第四次循環型社会形成推進基本計画におけるごみ排出量等の数値目標は表 3-41 に示すと

おりである。また、本市における本目標の達成見込みは表 3-42 に示すとおりである。 
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表 3-41 ごみ処理に係る国の目標値（第四次循環型社会形成推進基本計画） 

 指 標 目 標 

第四次循環型社

会形成推進基本

計画 

1 人 1日あたりのごみ排出量 令和 7（2025）年度において約 850ｇ/人・日 

集団回収量、資源物等を除いた 1人 1

日あたりの生活系ごみの量 令和 7（2025）年度において約 440/人・日 

 

 

表 3-42 第四次循環型社会形成推進基本計画における数値目標と本市のごみ排出量等の見込み 

 

R7 

（2025） 

推計値 

R7 

（2025） 

目標値※1 

達成見込 

1 人 1日当たりのごみ排出量 [g/人日] 1,030 850 × 

1 人 1日当たりの生活系ごみ排出量 [g/人日] 537 440 × 

        ※1 第四次循環計画を達成する場合に必要となる数値。 

 

類似団体の平均を基準とした評価 

「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針（環境省）」

を参考に、表 3-43 に示す指標について、類似団体の平均値を基準とした評価を行った。 

評価にあたっては、各評価指標を指数化し、その指数による評価を行った。評価の結果

は、図 3-38 及び表 3-44 に示すとおりである。 

「1 人 1 日あたりのごみ排出量」及び「廃棄物からの資源回収率」以外の項目について

は、類似団体平均を下回っている状況である。 

 

表 3-43 類似団体の平均を基準とした評価の指標 

評価指標 算出式 

廃棄物の発生 
人口 1人 1日あたりのごみ排出量 

［g/人･日］ 
ごみ総排出量÷365÷計画収集人口×106 

廃棄物の再生利用 
廃棄物からの資源回収率 

(RDF・セメント原料化等除く)［t/t］ 
資源化量÷ごみ総排出量 

最終処分 
廃棄物のうち最終処分される割合

［t/t］ 
最終処分量÷ごみ総排出量 

費用対効果 

人口一人当たり年間処理経費 

［円/人･年］ 
処理及び維持・管理費÷計画収集人口 

最終処分減量に要する費用 

［円/t］ 

（処理及び維持・管理費－最終処分費） 

÷（ごみ総排出量－最終処分量） 
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 図 3-38 類似団体の平均を基準とした評価の結果 

 

表 3-44 類似団体の平均を基準とした評価の結果（令和 2 年度実績） 

 
人口 1人 1日あ

たりごみ排出量 

［g/人･日］ 

廃棄物からの資

源回収率（RDF

除く）［t/t］ 

廃棄物のうち最終

処分される割合 

［t/t］ 

人口 1人あたり

年間処理経費 

［円/人･年］ 

最終処分減量

に要する費用 

［円/t］ 

平均 911 0.148 0.091 11,511 36,037 

最大 1321 0.317 0.222 20,731 61,095 

最小 631 0.080 0 4,426 8,267 

天草市 894 0.127 0.130 15,551 53,451 

偏差値 51.3 46.1 42.2 39.0 35.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国平均及び熊本県平均を基準とした評価 

 

【類似団体について】 

類似団体の平均を基準とした評価には、「市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール【令

和 2 年度実績版】」を用いた。類似団体の抽出は、総務省が提示している類似団体別市町村財政

指数表の類型（平成 17年 6月 22 日付総務省自治財政局長通知総務第 106 号「団体間で比較可能

な財政情報の開示について」）に準拠している。主な類似団体は、次のとおりである。 

 

青森県十和田市 岩手県花巻市 宮城県気仙沼市 秋田県横手市 山形県天童市 

福島県白河市 茨城県石岡市 栃木県鹿沼市 群馬県渋川市 新潟県新発田市 

山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市 長野県飯田市 岐阜県高山市 静岡県島田市 愛知県愛西市 

京都府福知山市 兵庫県豊岡市 和歌山県橋本市 岡山県津山市 広島県三原市 

徳島県阿南市 香川県三豊市 愛媛県宇和島市 福岡県柳川市 熊本県玉名市 

熊本県合志市 大分県中津市 宮崎県日向市 鹿児島県薩摩川内市 沖縄県名護市 

以上、30団体のほか 30団体の計 60団体。 
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平成 28 年度の全国、熊本県及び本市における 1人 1 日あたりのごみ排出量及びリサイク

ル率は、図 3-39、表 3-45 に示すとおりである。 

本市における 1人 1日あたりのごみ排出量は全国値よりも少ないが、熊本県値よりも多い

状況となっている。 

また、リサイクル率は全国値及び熊本県値よりも高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-39 全国及び熊本県との比較（令和 2 年度） 

 

表 3-45 令和 2 年度の全国、熊本県および本市の 1 人 1日あたりのごみ排出量等 

  
1 人 1日あたりのごみ排出量 

[ｇ/人・日] 

リサイクル率 

[％] 

全国 901 20.0 

熊本県 881 21.7 

天草市 894 22.1 

 

  

[g/人･日] [％] 
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1.4 ごみ処理に係る課題 

排出抑制 

現在、排出抑制・減量化を推進するため、啓発活動や補助金の交付等、様々な施策を行っ

ている。これにより、直近 5 年間のごみ総排出量は減少傾向にある。 

国の基本方針や第四次循環型社会形成推進計画に掲げられた目標のうち、第四次循環型社

会形成推進計画に掲げられている集団回収量・資源物等を除いた 1人 1 日あたりの生活系ご

み排出量については、目標を概ね達成する見込みとなっているが、1人 1日当たりのごみ排

出量の達成が困難な状況となっている。 

1 人 1日当たりのごみ排出量は、熊本県値に比べて多い状況となっており、現在の施策を

継続しながら減量化を推進するとともに、生活系ごみ及び事業系ごみの排出抑制につながる

新たな施策を実施していく必要がある。 

 

資源化 

総資源化量及びリサイクル率は減少傾向にあり、リサイクル率は、令和 3年度実績で

22.6％となっている。国において掲げている 27.0％の達成は困難な状況にあるため、リサ

イクル率の向上に向け、資源となるものは資源物としてきちんと排出する分別排出の徹底に

注力する必要がある。 

 

収集・運搬 

現在の分別区分や収集頻度は、合併前の市町をふまえたものとなっており、分別区分及び

収集頻度はいくつかの組み合わせが存在する。後述のとおり、今後、天草広域連合において

新たなごみ処理施設の整備が予定されていることから、処理の効率化の観点から、分別区分

の統一に向けた検討を行う必要がある。 

 

中間処理 

現在、本市内で搬出されるごみは、本市及び天草広域連合の中間処理施設で適正に処理し

ている。しかし、牛深クリーンセンターは稼働から 31年、御所浦クリーンセンターは 30

年、西天草クリーンセンターは 28年、本渡地区清掃センターは 23 年、松島地区清掃センタ

ーは 27 年を経過しており、各施設とも本計画期間中に更新時期を迎える。したがって、広

域的処理を行う新たな施設の整備が必要である。 
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最終処分 

最終処分量は減少傾向にあり、国の基本方針に掲げられている目標についても達成する見

込みとなっている。更なる最終処分量の削減に向けた取り組みを実施する必要がある。 

また、最終処分場は、近い将来満杯になる見込みであるため、早急に新たな最終処分場の

整備に向けた検討を行う必要がある。 

 

ごみ処理経費 

ごみ処理に係る経費は増加傾向にあり、類似団体と比較しても高い状況にあることから、

処理経費の削減に努める必要がある。 

 

その他 

環境保全や環境美化の観点から、ごみ不法投棄やポイ捨て防止策を強化する必要がある。

また、特別管理一般廃棄物や適正処理困難物については、事業者責任、排出者責任のもと

で、より適正な処理方法を確立する必要がある。 
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ごみ処理に係る目標 

本計画におけるごみ処理に係る数値目標は、次のとおりとする。 

 

 

 

◆本市のごみ総排出量は減少傾向で推移しているが、今後も減量化に資する施策を積極的

に展開し、目標年度におけるごみ総排出量を令和 3 年度比で 25%以上削減する。 

   （令和３年度のごみ総排出量 25,299t を令和８年度には 18,920ｔへ、令和３年度の 1

人 1 日当たりのごみ排出量 901g を令和８年度には 717g とする。） 

 

 

 

◆今後、資源化に資する施策を積極的に展開し、目標年度におけるリサイクル率を 28%に

することを目指す。 

 

 

 

◆今後、減量化や資源化に資する施策を積極的に展開し、目標年度における最終処分量を

2,400t/年以下とする。 

 

 

リサイクル率 28%を目指す。 

最終処分量を 2,400t/年以下にする。 

ごみ総排出量を令和 3 年度比で 25%以上削減する。 
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基本方針 

ごみ処理に係る課題の解決及び数値目標の達成により“市民・事業者・行政の協働と連携

による循環型のまち”の実現を図るため、次のとおり基本方針を設定する。 

 

 

 

市民・事業者・行政が連携し、発生・排出抑制に向けた共通の意識を持ち、それぞれの

立場における役割と責任を果たすことが重要である。 

したがって、市は、一般廃棄物処理の責任主体として、発生・排出抑制に係る施策を策

定するとともに、それらの施策を効果的に展開するため、市民及び事業者に対して周知・

徹底を図る。また、市民及び事業者は、排出者としての責任を果たすため、市が策定した

施策に積極的に協力することとする。 

 

 

 

本市で排出されるごみは、天草市及び天草広域連合のごみ処理施設で適正に処理してい

る。これらの施設については、今後とも計画的な補修・維持・管理を行い、適正処理に努

めるものとする。 

一方、現在、天草広域連合において新たな中間処理施設の整備が進められており、当該

施設稼働後は、本市で排出されるごみは同施設において処理を行うものとする。また、不

法投棄の防止に向けた対策を講じ、不法投棄の削減に努める。 

 

 

 

排出されたごみのリサイクルは、リサイクル率の向上だけでなく、最終処分量の削減に

も大きな効果をもたらす。今後、資源物のリサイクルに資する集団回収や拠点回収を推進

する。また、現在は焼却処理されている燃やせるごみの中には資源化できるものが多く含

まれていることから、これらのリサイクルの推進を図る。 

 

 

 

 

基本方針 1 市民・事業者・行政の協働によるごみの発生・排出抑制の推進 
 

 

基本方針 3 循環資源の利用促進 
 

 

基本方針 2 適正処理の推進 
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ごみの排出抑制・減量化に係る取り組み 

ごみの排出抑制・再資源化に係る主な取り組みは、次に示すとおりである。 

本市では、次の取り組みを実施し、ごみの排出抑制・再資源化を図る。 

 

【排出抑制・減量化に係る取り組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再資源化に係る施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ排出事業者に対する減量化及び適正

処理指導の徹底

ごみの分別排出方法、減量化方法の周知

徹底

市民・事業者・行政の協働

による取り組み
市民・事業者との連携 取り組み5 環境美化推進員との連携

行政を主体とした取組み 補助金の交付 取り組み1 生ごみ処理容器等の普及促進

指導の徹底 取り組み2

情報提供の徹底 取り組み3

費用負担の公平化 取り組み4 ごみ処理手数料の見直しの検討

取り組み6 啓発活動の推進、環境教育の充実

取り組み7 ごみ減量・リサイクル協力店との連携

ライフスタイルの改善 取り組み8 生ごみの減量化

取り組み9 脱プラスチックの推進

取り組み10 簡易包装によるごみ減量化

取り組み11 詰め替え製品の利用等によるごみ減量化

取り組み12 食品ロスへの取り組み

取り組み14 拠点回収の推進

取り組み10 硬質プラスチックのリサイクル

市民・事業者・行政の協働

による取り組み
意識向上 取り組み11 各種イベントとの連携

取り組み12 分別排出の徹底

資源回収機会の充実 取り組み13 集団回収活動の推進

取り組み7 小型家電のリサイクル

取り組み8 剪定枝のリサイクル

取り組み9 焼却灰のリサイクル

取り組み4 廃乾電池のリサイクル

取り組み5 紙おむつのリサイクル

取り組み6 陶磁器のリサイクル

指導の徹底 取り組み2 事業系ごみの分別指導の強化

リサイクル品目の追加 取り組み3 食用油のリサイクル

行政を主体とした取組み 行政の率先行動 取り組み1 公共施設における再生品の利用促進
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4.1 排出抑制・減量化に係る取り組み 

排出抑制・減量化に係る取り組みは、次のとおりである。 

 

取り組み 1 生ごみ処理容器等の普及促進 

本市が実施する生ごみ処理容器等設置補助制度の拡充により、更なる生ごみ処理容器の設

置を推進することで、生ごみの排出抑制を図り、生活系ごみ排出量の削減を図る。 

 

取り組み 2 ごみ排出事業者に対する減量化及び適正処理指導の徹底 

事業系ごみの排出抑制と適正な分別を推進するため、聞き取りによる状況調査行い、許可

事業者や不適切な事業所への適正なごみの排出指導を行う。 

 

取り組み 3 ごみの分別排出方法、減量化方法の周知・徹底 

分別方法等のホームページへの掲載やごみカレンダーの作成を行うとともに、ＬＩＮＥに

よるチャット（対話）方式のごみ分別表示機能の普及を図る等、市民の方により分かりやす

い形で分別排出に係る情報を提供する。また、家庭や事業所で実施することができる減量化

方法についても、広報紙やホームページ等を活用し、情報提供する。 

 

取り組み 4 ごみ処理手数料の見直しの検討 

本市のごみ処理経費は、年々増加傾向にある。また、廃棄物処理法では、事業所から排出

されるごみは事業者の責任において処理することとされている。 

このような状況を踏まえ、今後、ごみ処理手数料の見直しについて検討する。 

 

取り組み 5 環境美化推進員との連携 

市民レベルでのごみ減量に取り組むため、市職員による資源物分別指導協力など、環境美

化推進員との連携を強化し、適正な分別と回収量の増加を推進する。 

 

取り組み 6 啓発活動の推進、環境教育の充実 

市の広報紙やホームページ等により、市民に広くごみの現状などを周知するとともに、市

民や事業所に向けた環境学習を通じて、ごみ減量化・資源化の啓発を行う。併せて、学校給

食牛乳パックのリサイクルなど資源の循環を実感できる取組みを推進する。 

 

取り組み 7 ごみ減量・リサイクル協力店との連携 

簡易包装やマイバッグの推進、食品トレー等の店頭回収や自らの事業所が排出するごみの

減量化・資源化に取り組む環境配慮型事業所を拡大するため、協力事業所を登録し、市民へ

の周知事業などの展開により、事業系ごみの削減及び資源回収量の増加を図る。 
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取り組み 8 生ごみの減量化 

燃やせるごみの中に含まれている「生ごみ」には多くの水分が含まれていることから、排

出前に生ごみの水分を切っていただくとともに、たい肥化により家庭菜園等で肥料として活

用するなど、新たな活用方法を提案することで生ごみの減量化を図る。 

 

取り組み 9 脱プラスチックの推進 

環境に配慮したライフスタイル及び石油資源の消費抑制のため、天草市脱プラスチック推

進協議会において資源循環型社会の構築に向けて参加事業者や団体、市が連携を図りなが

ら、ワンウェイ(使い捨て)プラスチック製品の削減に取り組む。 

 

取り組み 10 簡易包装によるごみ減量化 

販売店に対し、過剰包装の自粛を呼びかけるとともに、市民に対しては、簡易包装の選択

を呼びかけ、包装材の減量化に努める。 

 

取り組み 11 詰め替え製品の利用等によるごみ減量化 

市民に対し、使い捨て製品の使用を抑制し詰替え製品を積極的に購入する等、ごみになる

ものを受け取らない生活、物を大切にする生活スタイルを心掛けるよう呼びかける。 

 

取り組み 12 食品ロスへの取り組み 

「買い過ぎ」、「作りすぎ」、「食べ残し」などから発生する食品ロスを減らすために、

広報紙やホームページ等を通じて周知を行う。また、関係各課と連携を図りながら「30・10

運動」の推進を図る。 

 

 

4.2 再資源化に係る施策 

再生利用に係る取り組みは、次のとおりである。 

 

取り組み 1 公共施設における再生品の利用促進 

公共施設において、古紙利用のトイレットペーパーやコピー用紙など、環境にやさしいグ

リーン購入（環境への負荷が少ないものを優先して購入すること）を推進する。 

 

取り組み 2 事業系ごみ分別指導の強化 

事業系ごみの適正なごみの排出を行うよう分別指導を強化し、ごみの減量化及び資源物回

収量の増加を図る。 
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取り組み 3 廃食油のリサイクル 

市内全地区において、廃食油の回収・リサイクルを実施する。 

 

取り組み 4 廃乾電池のリサイクル 

市内全地区において、拠点回収やステーション回収を通じて廃乾電池の分別回収を実施す

る。 

 

取り組み 5 紙おむつのリサイクル 

燃やせるごみを削減するため、家庭や事業所から排出される紙おむつのリサイクルについ

て検討を行う。 

 

取り組み 6 陶磁器のリサイクル 

陶磁器は不燃ごみとして埋立処分されている。陶磁器の産地として、資源の有効利用と埋

立処分量の削減等の観点から、リサイクル実施に向けた検討を行う。 

 

取り組み 7 小型家電のリサイクル 

家電リサイクル法の対象とならない小型家電には、金や銅などの貴金属、ベースメタルの

ほかに、クロムやニッケル、ネオジムといったレアメタルが多く含まれていることから、本

庁・各支所・出張所及びコミュニティセンター等において拠点回収を実施する。 

 

取り組み 8 剪定枝のリサイクル 

剪定枝のリサイクル技術としては、堆肥化、チップ化、炭化等がある。資源物の需要性等

を考慮し、リサイクル実施に向けた検討を行う。 

 

取り組み 9 焼却灰のリサイクル 

焼却灰のリサイクル技術としては、セメント原料化や溶融スラグ化等がある。民間施設で

のセメント原料化によるリサイクルについて検討する。 

 

取り組み 10 硬質プラスチックのリサイクル 

市直営の中間処理施設において燃やせるごみとして処理されている硬質プラスチックにつ

いて、リサイクルに向けた検討を行う。 

 

取り組み 11 各種イベントとの連携 

市内で開催される各種イベントと連携し、ごみの分別をはじめとする、ごみの減量化・資

源化を目的とした啓発活動を行う。 
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取り組み 12 分別排出の徹底 

燃やせるごみ・燃やせないごみの中に資源化が可能な紙類・プラマーク容器包装類等が混

入していることから、市民への啓発を行うことにより分別の徹底を図り、資源回収量の増加

を図る。 

 

取り組み 13 集団回収活動の推進 

各自治組織や各種団体等の回収活動に対して報償金を交付し、集団回収活動の促進とごみ

の資源化を図る。併せて集団回収量の増加を図る。 

 

取り組み 14 拠点回収の推進 

本庁等公共施設等で実施している拠点回収について、更なる回収量の増加に向け情報発信

を行うとともに、回収場所及び改修品目の増加等についても検討する。 
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4.3 目標達成時のごみ総排出量等 

【ごみ総排出量】 

施策の確実な実施により、本計画を達成した場合のごみ総排出量の推移は、図 3-40 及び

表 3-46 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-40 ごみ総排出量の推移（ごみ種別、目標達成時） 

 

 

表 3-46 ごみ総排出量の推移（ごみ種別、目標達成時） 

 

平成 24 年度 

(2012 年度) 

実績値 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

実績値 

令和 3年度 

(2021 年度) 

実績値 

令和 4年度 

 (中間目標) 

推計値 

令和 8年度 

 (目標年度) 

推計値 

ごみ 

排出量 

［t/年］ 

燃やせるごみ 21,994 20,639 19,953 18,722 13,800 

燃やせないごみ 3,021 2,659 2,805 2,715 2,355 

資源物 3,651 2,417 2,343 2,373 2,491 

小計［t/年］ 28,666 25,715 25,101 23,810 18,646 

集団回収量［t/年］ 542 308 198 213 274 

ごみ総排出量［t/年］ 29,208 26,023 25,299 24,023 18,920 

  

実績値 推計値 [t] 
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【ごみ排出原単位】 

本計画を達成した場合のごみ排出原単位の推移は、図 3-41 及び表 3-47 に示すとおりで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-41 ごみ排出原単位の推移 

 

 

表 3-47 ごみ排出原単位の推移 

 令和 3年度 

（2021 年度） 

実績値 

令和 4年度 
(中間目標年度) 

推計値 

令和 8年度 
（目標年度） 

推計値 

生活系ごみ 

［g/人・日］ 

目標達成時 548 526 445 

現状予測 548 532 539 

事業系ごみ 

［g/人・日］ 

目標達成時 346 328 261 

現状予測 346 357 367 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績値 推計値 

削減 

削減 

[g/人･日] 
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【資源化量及びリサイクル率】 

本計画を達成した場合の総資源化量及びリサイクル率は表 3-48 に示すとおりである。 

 

表 3-48 総資源化量及びリサイクル率 

 平成 24 年度 

(2012 年度) 

実績値 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

実績値 

令和 3年度 

(2021 年度) 

実績値 

令和 4年度 

 (中間目標) 

推計値 

令和 8年度 

 (目標年度) 

推計値 

総資源化量［t/年］ 7,494 6,712 6,471 6,382 6,191 

 処理後再生利用量 3,759 1,726 1,872 1,820 1,611 

直接資源化量 557 1,234 1,045 1,062 1,217 

集団回収量 542 308 198 213 274 

生ごみ分別量 0 0 0 0 0 

資源物独自処理量 2,636 3,444 3,356 3,287 3,039 

ごみ総排出量［t/年］ 

（生ごみ分別、資源物独自処理量等を含む）  
31,844 29,467 28,655 27,310 21,959 

リサイクル率※［%］ 23.5 22.8 22.6 23.4 28.2 

※リサイクル率 ＝ 総資源化量 ÷ ごみ総排出量（生ごみ分別量、資源物独自処理量を含む）×100 

 

4.4 出前講座及び環境学習の開催 

施策の取組状況を評価する指標として、出前講座及び環境学習への参加人数を設定し、

目標数値を表 3-49 に示すとおり掲げる。出前講座や環境学習をとおして、市民・事業者

のごみに対する意識啓発を図り、ごみ排出量の削減やリサイクル率の向上に取り組むもの

とする。 

 

表 3-49 出前講座及び環境学習への参加人数 

 

平成 24 年度 

(2012 年度) 

実績値 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

実績値 

令和 3年度 

(2021 年度) 

実績値 

令和 4年度 

(中間目標) 
推計値 

令和 8年度 

(目標年度) 
推計値 

出前講座及び環境

学習への参加人数 292 1,850 2,061 2,000 2,000 
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収集・運搬計画 

5.1 計画収集区域 

計画収集区域は、市内全域とする。 

 

5.2 実施主体 

収集・運搬の実施主体は、天草市とする。 

 

5.3 収集形態 

収集形態は、現状と同様に委託・許可収集とする。 

 

5.4 収集・運搬方式 

収集方式は、これまでどおり、表 3-のとおりとし、収集したごみは、本市及び天草広域

連合の 5 施設へ運搬する。 

天草広域連合が整備する新たな中間処理施設の稼働開始後においては、収集運搬の効率化

を図るため、一部の地域においては、中継施設を経由して運搬する。 

また、新たに分別回収を行う場合は、その品目に適した収集・運搬方式を検討する。 

 

表 3-50 収集方式 

 収集方式 収集方法 

燃やせるごみ ステーション収集 指定袋 

燃やせないごみ ステーション収集 指定袋及びシール券 

資
源
物 

ペットボトル ステーション収集 回収容器 

白色トレー、発泡スチロール ステーション収集 回収容器 

プラマーク容器包装類 ステーション収集 回収容器 

紙類 ｽﾃｰｼｮﾝ、拠点回収 回収容器 

布類 ステーション収集 回収容器 

空き缶類 ステーション収集 回収容器 

生きビン ステーション収集 回収容器 

空きビン類 ステーション収集 回収容器 

ガス缶類 ステーション収集 回収容器 

食用油 ステーション収集 回収容器 

蛍光管 ステーション収集 回収容器 

乾電池 ｽﾃｰｼｮﾝ、拠点回収 回収容器、回収ボックス 

生活金物 ステーション収集 回収容器 

小型家電 拠点回収 回収ボックス 

ライター類 拠点回収 回収ボックス 

水銀体温計・血圧計 拠点回収 回収ボックス 

小型充電式電池 拠点回収 回収ボックス 

   ※生活金物、小型家電は平成 25年度か分別収集開始。 

    ※平成 30年 8月から紙類の拠点回収開始。 
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5.5 収集頻度 

現在、収集頻度は地域の実情に応じて設定している。今後も、地域の実情にあった収集頻

度を維持する。 

 

 

中間処理計画 

6.1 実施主体 

中間処理の実施主体は、次のとおりとする。 

 

【天草広域連合の次期処理施設稼働まで】 

実施主体は、本市及び天草広域連合とする。 

 

【天草広域連合の次期処理施設稼働後】 

実施主体は、天草広域連合とする。 

 

6.2 施設の整備計画等 

市内で排出されるごみは本市及び天草広域連合の 5 施設で処理を行っている。現在、天草

広域連合が新たな中間処理施設の整備を行っていることから、当該施設稼働開始後は、天草

広域連合の施設で処理を行うこととする。当該施設稼働開始までは、現施設の適正な維持・

管理に努める。 

また、新たな中間処理施設におけるごみ処理の開始に伴い、収集運搬の効率化を目的とし

た中継施設の整備について検討を行う。 

なお、本市における中間処理量の見込みは、表 3-51 に示すとおりである。 

 

表 3-51 中間処理量の見込み 

［t/年］  

 平成 24 年度 

(2012 年度) 

実績値 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

実績値 

令和 3年度 

(2021 年度) 

実績値 

令和 4年度 

 (中間目標) 

推計値 

令和 8年度 

 (目標年度) 

推計値 

燃やせるごみ 21,994 20,639 19,953 18,722  13,800  

燃やせないごみ 3,021 2,659 2,805 2,715  2,355  

資源物 3,651 2,417 2,343 2,373  2,491  

合計 28,666 25,715 25,101 23,810  18,646  
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最終処分計画 

7.1 実施主体 

最終処分の実施主体は、本市及び天草広域連合とする。 

7.2 施設の整備計画等 

中間処理施設で発生する残渣は、本市、天草広域連合及び民間の最終処分場に埋立処分し

ていたが、天草広域連合の最終処分場が満杯になり、平成 25 年 9 月からは、民間の最終処

分場に委託して処分している。 

また、本市の最終処分場は、御所浦最終処分場が平成 30 年 11 月から民間の最終処分場に

委託している。牛深最終処分場においては当面残余年数があるが、天草広域連合の新たな中

間処理施設の整備にあわせ今後の処分方法を検討する。 

 

 

その他ごみ処理に関し必要な事項 

8.1 特別管理一般廃棄物の適正処理 

ポリ塩化ビフェニル（PCB）を使用した部品 

PCB を使用した部品として、廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レ

ンジがあげられる。廃エアコンディショナー及び廃テレビジョン受信機については、家電リ

サイクル法にのっとり処理されている。その他、PCB 使用の疑いのある電気機器等について

は、製造年月や PCB の使用の有無を確認したうえで適切に処分するよう指導・周知し、適正

処理の徹底を行うものとする。 

 

ばいじん 

焼却施設で発生するばいじんは、現状どおり、適正処理を行った後、最終処分場に埋立処

分する。 

 

感染性一般廃棄物 

医療関係機関等から排出される感染性廃棄物については、感染性廃棄物処理マニュアル

（環境省）に従い、適正処理を推進する。 

なお、在宅医療に伴い発生する廃棄物については、医療関係機関等と協議を行い、注射針

など鋭利なもの以外のものについて、平成 30 年度から本市及び天草広域連合施設で受け入

れを開始している。 
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8.2 適正処理困難物の適正処理 

平成 6年厚生省告示第 51号において、適正処理困難物として 4 品目が指定されている。 

このうち、廃テレビ受信機及び廃電気冷蔵庫については、家電リサイクル法にのっとって

処理を行う。このほか、特殊な処理が必要なもの（タイヤ、消火器等）、液体類（液状の薬

品、廃油等）等は、適正処理困難物として市による処理を行わないこととし、排出者が廃棄

物処理業者や販売事業者などに直接依頼するよう周知を図る。 

 

8.3 不法投棄対策 

本市では、不法投棄対策として環境美化業務補助員を通じて現状把握を行い、不法投棄防

止用看板の設置やパトロールを行っていく。今後とも、看板の設置やパトロールを行うとと

もに、重点箇所への監視カメラを活用した取り組みを併せて行っていく。また、広報紙やホ

ームページにおいて不法投棄防止を呼びかけ、不法投棄量の削減に努める。 

 

8.4 災害時の廃棄物処理に関する対策 

地震等の大規模災害では、一時的に多量の廃棄物が発生するとともに、処理施設等への被

害も想定され、平時の体制ではその処理が困難となることが予想されため、災害廃棄物処理

計画を別に定め計画に基づき処理を行う。 

 

8.5 海岸漂着ごみ 

平成 21 年 7 月 15 日に「海岸漂着物処理推進法」が制定され、これに基づき県と市町村は

連携し、海岸漂着ごみに関する取り組みを行うこととなっている。 

海岸漂着ごみは、地元漁協、地区振興会、ボランティア団体が中心となって回収を行って

おり、本市では、平成 26年度から国が実施する海岸漂着物等地域対策推進事業補助金を活

用し、主要海岸の漂着物回収と処理を行っている。今後も漂着ごみに関し継続して取り組み

を実施する。 

 

8.6 進行管理計画 

本計画における数値目標の達成状況について検証を行うものとする。 
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生活排水処理基本計画 

生活排水処理の現状と課題 

1.1 生活排水処理の現状 

生活排水の処理体系 

本市における生活排水の処理体系は図 4-1、し尿、浄化槽汚泥（以下、「し尿等」とい

う。）及び集落排水汚泥の処理の流れは図 4-2 に示すとおりである。 

本市の生活排水の処理は、水洗便所排水と生活雑排水を処理する下水道、農業・漁業集落

排水施設及び合併処理浄化槽のほか、水洗便所排水のみを処理する単独処理浄化槽、汲み取

りし尿・浄化槽汚泥・集落排水汚泥を処理する汚泥再生処理センターで行っている。 

また、本市で排出されるし尿・浄化槽汚泥及び集落排水汚泥（業者引取分を除く）は、天

草市汚泥再生処理センター及び上天草衛生施設組合の上天草衛生センターで処理している。

牛深地区、御所浦地区、倉岳地区、新和地区、五和地区、天草地区及び河浦地区で排出され

るし尿及び浄化槽汚泥については、中継槽を経由し、各施設に搬入している。 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 生活排水の処理体系（令和４年度現在） 
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※1 施設内で脱水を実施 

※2脱水車を施設内に持ち込み脱水を実施 

 

図 4-2 し尿・浄化槽汚泥及び集落排水汚泥の処理の流れ（令和４年度現在） 
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生活排水の処理形態別人口 

処理形態別人口の推移は、図 4-3 及び表 4-1 に示すとおりである。 

総人口が減少していることもあり、下水道人口及び合併処理浄化槽人口は近年減少して

いるが、汚水処理人口普及率は増加している。 

なお、単独処理浄化槽人口、計画収集人口は減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 処理形態別人口の推移 

 

表 4-1 処理形態別人口の推移 

  H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

水洗化 下水道人口 25,726 25,975 26,224 26,665 26,477 26,458 26,342 26,144 25,951 25,906 25,692

人　口 集落排水人口 4,405 4,596 4,650 4,751 4,812 4,820 4,831 4,791 4,708 4,803 4,729

［人］ 合併処理浄化槽人口 19,878 19,544 21,065 20,798 21,190 21,109 21,034 20,754 20,794 20,543 20,474

単独処理浄化槽人口 13,581 13,914 12,790 11,849 11,487 11,069 10,701 10,385 10,010 9,619 9,318

水洗化人口計 63,590 64,029 64,729 64,063 63,966 63,456 62,908 62,074 61,463 60,871 60,276

69.50% 71.00% 73.00% 73.40% 74.50% 75.30% 76.00% 76.30% 76.90% 77.60% 78.30%

非水洗 計画収集人口 27,880 26,096 23,994 23,271 21,909 20,801 19,897 19,286 18,451 17,619 16,746

化人口 自家処理人口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

［人］ 非水洗化人口計 27,880 26,096 23,994 23,271 21,909 20,801 19,897 19,286 18,451 17,619 16,746

91,470 90,125 88,723 87,334 85,875 84,257 82,805 81,360 79,914 78,490 76,959

54.70% 55.60% 58.50% 59.80% 61.10% 62.20% 63.00% 63.50% 64.40% 65.30% 66.10%

水洗化率

合計［人］

汚水処理人口普及率
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し尿及び浄化槽汚泥等の排出量 

し尿及び浄化槽汚泥等の排出量の推移は、図 4-4 及び表 4-2 に示すとおりである。 

し尿の排出量は減少傾向にあり、し尿及び浄化槽汚泥全体に対する浄化槽汚泥の割合は

増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 し尿及び浄化槽汚泥等の排出量の推移 

 

 

表 4-2 し尿及び浄化槽汚泥等の排出量の推移 

     

 

 

 

 

 

 

※括弧内の数値は、合計に対する割合。四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

単位:㎘/年

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

17,693 16,809 16,056 15,697 15,690 14,765 13,824 13,516 13,506 13,408 12,859

(36.2%) (35.2%) (34.0%) (33.2%) (33.0%) (31.5%) (30.7%) (30.1%) (30.1%) (29.4%) (28.5%)

31,123 30,932 31,127 31,627 31,847 32,179 31,202 31,315 31,417 32,246 32,320

(63.8%) (64.8%) (66.0%) (66.8%) (67.0%) (68.5%) (69.3%) (69.9%) (69.9%) (70.6%) (71.5%)

合計 48,816 47,741 47,183 47,324 47,538 46,944 45,026 44,831 44,923 45,654 45,179

し尿

浄化槽汚泥
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し尿等の性状 

し尿等の性状は、表 4-3 に示すとおりである。 

 

表 4-3 し尿等の性状(令和 4年 11 月 14 日採取) 

 天草市汚泥再生処理センター 

し尿 浄化槽汚泥 

試料内容 搬入し尿 搬入浄化槽汚泥 

pH 7.7 7.1 

浮遊物質量[mg/L] 14,000 3,100 

BOD［mg/L］ 4,000 1,000 

CODMn［mg/L］ 4,100 1,500 

全窒素［mg/L］ 2,200 170 

アンモニア性窒素［mg/L］ 1,300 38 

塩化物イオン［mg/L］ 1,200 64 

全りん［mg/L］ 700 31 

 

収集・運搬体制 

し尿等及び集落排水汚泥の収集・運搬体制は表 4-4 に示すとおりである。 

表 4-4 収集・運搬体制 

 地区名 収集・運搬体制 

し尿・浄化槽汚泥 

本渡地区、有明地区、 

栖本地区 

【収集先→し尿処理施設等】 

許可業者 

上記以外 

【収集先→中継槽】 

許可業者 

【中継槽→し尿処理施設等】 

委託業者 

集落排水汚泥 

御所浦地区 

倉岳地区（新町） 

【集落排水施設→し尿処理施設等】 

委託業者 

本渡地区 

五和地区 

河浦地区 

リサイクル業者による引取 

倉岳地区(棚底、宮田) 
【集落排水施設→上天草衛生施設組合】 

委託業者 
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生活排水の処理主体 

生活排水の処理主体は、表 4-5 に示すとおりである。 

 

表 4-5 生活排水の処理主体 

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理主体 

公共下水道 

特定環境保全公共下水道 
し尿及び生活雑排水・事業系排水 天草市 

農業・漁業集落排水施設 し尿及び生活雑排水・事業系排水 天草市 

合併処理浄化槽 し尿及び生活雑排水 個人・天草市 

単独処理浄化槽 し尿 個人 

汚泥再生処理センター し尿及び浄化槽汚泥 天草市 

し尿処理施設 
し尿及び浄化槽汚泥 

集落排水汚泥(一部) 
上天草衛生施設組合 

 

処理施設の状況 

下水道 

下水道は、本渡処理区、下田処理区、高浜処理区及び一町田処理区の 4 処理区で供用を

開始している。それぞれの事業概要は、表 4-6 に示すとおりである。 

 

表 4-6 下水道事業の概要 

 本渡 天草 河浦 

本渡処理区 下田処理区 高浜処理区 一町田処理区 

事業種別 
公共下水道 

特定環境保全公

共下水道 

特定環境保全公

共下水道 

特定環境保全公

共下水道 

全 体

計画 

目標年度 2035 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年度 

面積[ha] 753 22 37 54 

計画人口[人] 18,700 400 800 800 

許 可

計画 

目標年度 2027 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年度 

面積[ha] 695 22 37 54 

計画人口[人] 24,700 400 800 800 

下水排除方式 分流式 

（一部合流） 
分流式 分流式 分流式 

処
理
施
設
概
要 

施設名 
本渡浄化 

センター 

下田浄化 

センター 

高浜浄化 

センター 

一町田浄化 

センター 

処理能力〔日

最大〕[m3/日] 
14,800 680 620 800 

水処理方式 標準活性汚泥法 
オキシデーショ

ンディッチ法 
膜分離活性汚泥法  

オキシデーショ

ンディッチ法 

供用開始 昭和 53 年 4 月 平成 13 年 4 月 平成 23 年 4 月 平成 13 年 4 月 
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農業・漁業集落排水施設 

農業・漁業集落排水施設は、8処理区で供用を開始している。各施設の概要は、表 4-7

に示すとおりである。 

 

表 4-7 農業・漁業集落排水施設の概要 
 

本渡 五和 御所浦 

佐伊津処理区 通詞島処理区 本郷処理区 

事業種別 漁業集落排水施設 漁業集落排水施設 漁業集落排水施設 

計画 
面積[ha] 102 11 17 

人口[人] 3,518 1,330 1,200 

処
理
施
設
概
要 

施設名 佐伊津浄化センター 通詞島集落排水処理施設 本郷漁業集落排水処理施設 

計画汚水量〔日平均〕

[m3/日] 
1,160 399 384 

水処理方式 
土壌被覆型れき間接

触酸化法 

オキシデーション 

ディッチ法 
長時間ばっ気法 

供用開始 平成 21 年 4 月 平成 14 年 7 月 昭和 59 年 9 月 
 

倉岳 

宮田処理区 棚底処理区 新町処理区 

事業種別 漁業集落排水施設 農業集落排水施設 農業集落排水施設 

計画 
面積[ha] 65 50 4 

人口[人] 2,045 2,275 220 

処
理
施
設
概
要 

施設名 宮田浄化センター 棚底浄化センター 新町浄化センター 

計画汚水量〔日平均〕

[m3/日] 
636 796 85 

水処理方式 回分式活性汚泥法 回分式活性汚泥法 
沈殿分離式併用接触

曝気法 

供用開始 平成 12 年 5 月 平成 10 年 4 月 平成 18 年 4 月 
 

河浦 

﨑津処理区 船津処理区 

事業種別 漁業集落排水施設 漁業集落排水施設 

計画 
面積[ha] 33 13 

人口〔定住〕[人] 1,340 950 

処
理
施
設
概
要 

施設名 﨑津浄化センター 宮野河内浄化センター 

計画汚水量〔日平均〕

[m3/日] 
432 314 

水処理方式 連続流入間欠曝気法 連続流入間欠曝気法 

供用開始 平成 16 年 4 月 平成 20 年 7 月 
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し尿処理施設の概要 

し尿処理施設の概要は、表 4-8、表 4-9 に示すとおりである。 

平成 29 年 4 月から、老朽化が進んでいた本渡衛生センター及び牛深し尿処理場の代替

施設となる天草市汚泥再生処理センターが供用を開始した。 

 

表 4-8 天草市汚泥再生処理センター 

施設の名称 天草市汚泥再生処理センター 

施設所管 天草市 

所在地 志柿町 6922 

竣工 平成 29 年 3 月 

処理能力 92kL/日 

処理方式 生物学的脱窒素処理方式＋助燃剤化 

処理対象区域 本渡地区、牛深地区、新和地区、五和地区、天草地区、河浦地区 

 

表 4-9 上天草衛生センター 

施設の名称 上天草衛生センター 

施設所管 上天草衛生施設組合（天草市、上天草市） 

所在地 有明町楠甫 6030 

竣工 平成 17 年 2 月 

処理能力 115kL/日 

処理方式 浄化槽汚泥の混入率の高い脱窒素処理方式＋高度処理 

処理対象区域 有明地区、御所浦地区、倉岳地区、栖本地区、上天草市 
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[人] 

1.2 処理形態別人口の見込み 

処理形態別人口（天草市全体）の推移は、図 4-5 及び表 4-10 に示すとおりである。 

下水道人口、集落排水人口及び合併処理浄化槽人口は増加傾向、単独処理浄化槽人口及び

計画収集人口は減少傾向で推移すると見込まれる。 

また、汚水処理人口普及率については、中間目標年度である 2022 年度が約 69.1%、目標

年度である 2026 年度が約 83.3%となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-5 処理形態別人口の推移 

 

 

表 4-10 処理形態別人口の推移 

 

平成 24 年度 

(2012 年度) 

実績値 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

実績値 

令和 3年度 

(2021 年度) 

実績値 

令和 4年度 

 (中間目標) 

推計値 

令和 8年度 

 (目標年度) 

推計値 

下水道人口[人] 25,975 26,144 25,692 26,527 29,866 

集落排水人口[人] 4,596 4,791 4,729 4,804 5,103 

合併処理浄化槽人口[人] 19,544 20,754 20,474 21,433 25,267 

単独処理浄化槽人口[人] 13,914 10,385 9,381 8,380 4,628 

計画収集人口[人] 26,096 19,286 16,746 15,230 7,451 

自家処理人口[人] 0 0 0 0 0 

合計[人] 90,125 81,360 76,959 76,374 72,315 

水洗化率 71.0％ 76.3％ 78.2％ 80.1％ 89.7％ 

汚水処理人口普及率 55.6％ 63.5％ 66.1％ 69.1％ 83.3％ 

 

 

実績値 推計値 
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1.3 生活排水処理の課題 

汚水処理人口普及率の向上 

汚水処理人口普及率は年々向上しており、令和 3年度実績で約 66%となっているが、全国

値の 92.1%（令和 2年度実績）と比べると低い状況となっている。これは、約 33%の割合で

台所や洗濯等の生活雑排水が未処理のまま河川等に放流されることになり、河川等の公共用

水域の水質汚濁の原因となっていると考えられる。 

将来的には下水道への接続や単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換が進み、中間目標年

度である 2022 年度の汚水処理人口普及率は約 69%、目標年度である 2026 年度においては、

約 83％と見込まれる。 

引き続き、平成 24年 4月に策定した生活排水処理基本計画の目標（2026 年度の汚水処理

人口普及率＝約 83%）の達成に向けて下水道等への接続や合併処理浄化槽への転換を推進す

る必要がある。 

 

し尿等の処理施設の適正な運転管理 

本市は、平成 29 年 4 月供用を開始した天草市汚泥再生処理センターを有しており、本施

設においては、し尿及び浄化槽汚泥を処理し下水道放流を行っている。 

本施設の適正な運転管理を行うとともに、上天草衛生施設組合が所有する上天草衛生セン

ターについても、適正な運転管理を行うことで、施設機能の維持を図る必要がある。 
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２ 生活排水処理計画 

2.1 基本方針 

本市では、「第３次天草市総合計画」のなかで、“自然と共生するまち”を理念として

“快適な生活環境の充実”を施策に自然環境との共生や公衆衛生施設の適正運用を行うこと

で、ありたい姿として“資源の循環が図られ、快適なまちづくりが行われています”の実現

に向けて取り組むこととしている。総合計画における基本方針をふまえ、生活排水処理に係

る基本方針を次のとおり定める。 

 

 

 

公共下水道事業、農業・漁業集落排水事業及び浄化槽設置に係る補助事業など地域の実

情に応じた生活排水処理施設の整備(更新)を推進し、生活環境の向上と公共用水域の水質

保全に取り組むこととする。 

 

 

 

公共下水道や集落排水施設が整備されている区域で、未接続となっている家庭等に対し

て、下水道への接続を働きかけ、水洗化の促進に努めることとする。 

 

 

 

単独処理浄化槽を設置している家庭・事業所に対しては、生活排水処理を促進するため

に、公共下水道等の集合処理区域においては、早期の接続を働きかけ、区域外地域におい

ては、合併処理浄化槽への転換を働きかけていく。 

 

 

 

し尿等は、引き続き本市及び上天草衛生施設組合のし尿処理施設で適正処理を行ってい

くこととし、既存施設の機能維持に努める。 

 

 

 

日常生活や生産活動における水環境への負荷を低減するため、水環境の回復・保全に関

する教育や広報・啓発活動に努める。 

 

基本方針 1 生活排水処理施設の整備（更新）の推進 

基本方針 2 水洗化の促進 

基本方針 3 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽等への転換 

基本方針 5 水環境の保全に対する意識の高揚 

基本方針 4 既存施設の適切な維持・管理の推進 
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2.2 生活排水処理の目標 

生活排水の処理は、生活環境の保全上、極めて重要な課題の一つであるため、天草市生活

排水処理施設整備構想及び関連計画、地域の実情に対応した処理施設を整備する。生活排水

処理の目標は、表 4-11 に示すとおりである。 

本計画では、第 2 次天草市総合計画の目標（2022 年度の汚水処理人口普及率 69.1%）をふ

まえ、目標年次である汚水処理人口普及率を 83.3%にすることを目標とする。 

 

表 4-11 生活排水処理の目標 

 

平成 24 年度 

(2012 年度) 

実績値 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

実績値 

令和 3年度 

(2021 年度) 

実績値 

令和 4年度 

（中間目標） 

推計値 

令和 8年度 

（目標年度） 

推計値 

汚水処理人口

普及率［%］ 
55.6 63.5 66.1 69.1 83.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-6 目標年度（2026 年度）の処理形態 

 

2.3 処理主体 

処理施設毎の処理主体は、表 4-12 に示すとおりである。 

表 4-12 処理主体 

処理施設の種類 処理主体 

公共下水道 

特定環境保全公共下水道 
天草市 

農業・漁業集落排水施設 天草市 

合併処理浄化槽 個人・天草市 

単独処理浄化槽 個人 

し尿処理施設 
天草市 

上天草衛生施設組合 
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3 し尿及び汚泥の処理計画 

3.1 し尿及び浄化槽汚泥の処理計画 

3.1.1 処理主体 

し尿等は、今後も本市及び上天草衛生施設組合が主体となり処理を行う。 

 

3.1.2 計画処理区域 

天草市内全域とする。 

 

3.1.3 収集・運搬計画 

し尿等の収集・運搬については、毎年定める一般廃棄物処理実施計画に基づいて行うこと

とする。 

 

3.2 中間処理計画 

3.2.1 処理施設 

市内で発生するし尿及び浄化槽汚泥は、平成 29年 4 月から供用を開始した天草市汚泥差

製処理センター及び上天草衛生センターにおいて、適正な運転管理の下、処理を行う。 

 

表 4-13 天草市汚泥再生処理センターの概要 

施設の名称 天草市汚泥再生処理センター 

施設所管 天草市 

所在地 志柿町 6922 

竣工 平成 29 年 3 月 

処理能力 92kL/日 

処理方式 生物学的脱窒素処理方式＋助燃剤化 

処理対象区域 本渡地区、牛深地区、新和地区、五和地区、天草地区、河浦地区 

 

表 4-14 上天草衛生センターの概要 

施設の名称 上天草衛生センター 

施設所管 上天草衛生施設組合（天草市、上天草市） 

所在地 有明町楠甫 6030 

竣工 平成 17 年 2 月 

処理能力 115kL/日 

処理方式 浄化槽汚泥の混入率の高い脱窒素処理方式＋高度処理 

処理対象区域 有明地区、御所浦地区、倉岳地区、栖本地区、上天草市 
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3.2.2 処理対象物 

し尿等の処理施設での処理対象物は、し尿、浄化槽汚泥、集落排水汚泥、ディスポーザー※

汚泥とする。（ディスポーザー汚泥の持ち込みについては、事前に施設所管課との協議によ

り実施するものとする。） 

※ディスポーザー：台所の排水溝に取り付け、生ごみを細かく粉砕する家電製品。 

 

3.2.3 中間処理量 

目標年度の中間処理量の見込みは、図 4-7、表 4-15 に示すとおりである。 

目標年度のし尿及び浄化槽汚泥の排出量は 35,919kL/年が見込まれる。し尿の排出量は減

少し、し尿及び浄化槽汚泥全体に対する浄化槽汚泥の割合は増加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-7 中間処理量（し尿及び浄化槽汚泥量）の見込み 

 

表 4-15 中間処理量（し尿及び浄化槽汚泥量）の見込み 

 平成 24 年度 

(2012 年度) 

実績値 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

実績値 

令和 3年度 

(2021 年度) 

実績値 

令和 4年度 

推計値 

(中間目標) 

令和 8年度 

推計値 

(目標年度) 

し尿   ［kL/年］ 16,809 13,621 12,859 11,295 5,341 

浄化槽汚泥［kL/年］ 30,932 31,671 32,168 30,231 30,578 

合計   ［kL/年］ 47,741 45,292 45,027 41,526 35,919 

し尿排出原単位[L/人･日] 1.76 1.93 2.10 2.03 1.96 

浄化槽汚泥排出原単位[L/人・日] 2.53 2.49 2.63 2.47 2.47 

  

実績値 推計値 
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【し尿及び浄化槽汚泥排出量の将来予測の手順】 

し尿及び浄化槽汚泥排出量の将来予測の手順は、図 4-8 に示すとおりである。 

し尿は、計画収集人口からし尿排出原単位[L/人・日]を算出し、直近 4 年間の実績に基づ

いたトレンド推計を行い、各年度における計画収集人口を乗じることによって算出した。 

浄化槽汚泥については、合併処理浄化槽人口、単独浄化槽人口及び集落排水人口の合計値

から浄化槽汚泥排出原単位[L/人・日]を算出し、直近 4年間の実績に基づいたトレンド推計

を行い、各年度における合併処理浄化槽、単独浄化槽及び集落排水人口の合計値を乗じるこ

とによって算出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-8 し尿及び浄化槽汚泥排出量の将来予測の手順 

 

3.3 再資源化計画 

し尿処理汚泥等の再資源化方法は、表 4-16 に示すとおりである。 

し尿処理汚泥等の再資源化方法は、天草市汚泥再生処理センターは助燃剤化、上天草衛生

センターは農地還元とする。 

 

表 4-16 し尿処理汚泥等の再資源化方法 

 資源化方法 

天草市汚泥再生処理センター ごみ処理施設における助燃剤として利用する。 

上天草衛生センター 脱水後のし尿処理汚泥等を堆肥化させ、農地還元する。 
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3.4 最終処分計画 

最終処分計画は、次のとおりとする。 
 

◆沈砂 ： 場内洗浄後、ごみ焼却施設にて焼却後、最終処分場に埋立処分。 

◆し渣 ： ごみ焼却施設にて焼却後、最終処分場に埋立処分。 

 

3.5 災害時のし尿処理に係る計画 

地震、台風及び集中豪雨等の大規模災害時のし尿処理に関しては、天草市災害廃棄物処理

計画を基に、災害廃棄物処理実行計画を策定し、仮設トイレの設置やし尿の運搬車両を確保

する。 

また、災害に備え、簡易トイレやマンホールトイレ等のその他必要資材の備蓄について検

討するとともに、し尿の適正処理のため、収集運搬ルートの検討や周辺自治体との処理の連

携体制を構築する。 

 

4 その他（住民に対する広報及び啓発活動） 

河川や海などの水質汚濁は、台所や洗濯等の生活雑排水が未処理のままで放流されている

ことが主な原因の 1つであるため、水環境の保全及び回復を図るには住民の理解と協力が不

可欠である。 

本市では、豊かな地域環境を永く後世に引き継ぐため、市民の理解と協力を得ながら地域

の実情に即した環境保全活動を行うことを目的として、各地域に「天草市環境保全推進員」

を配置している。今後とも、環境保全推進員等と連携しながら、市民への啓発活動を実施

し、水質保全を図るものとする。 

 

 

 

 


